
室
町
時
代
の
女
房
に
つ
い
て

｜

｜

伏
見
宮
家
を
中
心
に
｜
｜

は
じ
め
に

本
稿
は
次
の
よ
う

な
視
角
に
基
づ
い
て
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
日
記
『
看
聞
日
記
』
に見
え
る
宮
家
の
女
房
た
ち
を
分
析
し
た
も
の
で
あ

る
。
日
記
の
書
誌
的
な
説
明
はす
で
に
諸
書
で
な
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
別
稿

で
触
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

ま
ず
、
『
看
聞
日
記
』
を
読
む
と
そ
こ
に
現
れ
る
多
数
の
女
房
・
尼
関
係
の

記
事
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
平
安
中
期
以
来
の
王
朝
貴
族
の
日

記
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
伝
統
を

ひ
く
同
時
代
の
公
家
の
日
記
と
比
較
し
て
も

感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
記
主
の
貞
成
は
彼

女
た
ち
の
こ
と
を
こ
の

よ

う
に
ま
め
に
記
録
し
た
の
か
。
そ
の
辺
に
も
こ
の
時
期
の
日
記
の
特
質
を
示
す

何
か
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
伏
見
宮
家
を
含
め
、
中
世
の
こ
の
時
期
の
宮家
に
つ
い
て
以
前
論
じ
た

松

園

斉

(Z
) 

こ
と
が
あ
る
が
、
そ

こ
で
検
討
で
き
な
か
っ
た
宮
家
の
内
部
構
造
を
理
解
す
る

ま
た
こ
の

『
看
聞
日記
』
に
描
か
れ
た
時
代
の
少
し

後
に
現
れ
る
『
御
湯
殿
の上
の
日
記
』
の
成
立
が
、
宮
家
に
育
っ
た
貞
成
の
第

と
指
摘
し
た
が
、
そ

の
理
解
を

た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、

一
皇
子
後
花
園
天
皇
と
関
わ
り
深
い
の
で
は
、

深
め
る
た
め
に
も
、
こ

の
時
代
の
女
房
の
研
究
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

中
世
、
特
に
後
期
の
女
房
に

つ
い
て
は
、
彼
女
ら
が
あ
ま
り
同
時
代
の
文
学

の
担
い
手
と
し
て
現
れ
な
い
た
め
か

、

そ
の
研
究
は
平
安
期
や
中
世
前期
な
ど

に
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。
そ
れ
で
も
古
く
は
奥
野
高
広
・

角
田
文
衛
氏
の

研
究
が
あ
り
、
近
年
で
は
吉
野
芳
恵
・

脇
田
晴
子
ら
に
よ

っ
て
研
究
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
当
然
女
性
史
の
視
角
で
論
じ
ら
れ
た
研
究
が
多
い

が
、
個
々
の
宮
廷
や
「
家
」

の
性
格
や
時
代
的
変
化
を
捨象
し
、

当
該
期
の
女

性
一
般
の
性
格
を
論
じ
る
方
向
で
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
、
そ

れ
以
外

143 

は
論
点
や
方
法
論
が
分
散
化
し
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、

全
体
の
イ
メ

ー

ジ
が



第28号

抱
け
る
レ

ベ
ル
に
は
達
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

本
論
で
は
、
現
存
す
る
『
看
聞
日
記
』
に
よ
っ
て
追
え
る
応
永
二
三
年
（

一

人間文化

四
二
ハ
）
か
ら
嘉
吉
三
年
（

一
四
四
三
）
ま
で
の
約
三
0
年
間
に
つ
い
て
、
崇
光

院
の
院
御
所
が
変
質
し
た
宮
家
の
政
治
舵
・
空
間
的
変
仰
を
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し

て
加
え
な
が
ら
分
析
し
て
い
く
。
さ
ら
に
室
町
殿
を
核
と
す
る
公
武
社
会
の
構

築
、
そ
れ
は
尼
た
ち
も
含
め
た
当
時
の
京
都
に
君
臨
す
る
支
配
階
層
の
女
性
た

ち
の
世
界
に
も
及
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
も
見
な
が
ら
検
討

を
進
め
て
い
き
た
い
。

第
一
章

女
房
た
ち
の
構
成

数
多
く
登
場
す
る
『
看
聞
日
記
』
（
以
下
、
単
に
『
日
記
』
表
現
す
る
）
の
女
房

の
記
事
か
ら
、
宮
家
に
仕
え
て
い
た
ら
し
い
そ
れ
を
抽
出
し
整
理
す
る
と
、
表

ー
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

中
世
の
内
裏
や
院
、
さ
ら
に
摂
関
家
な
ど
に
仕
え
る
女
房
に
は
ラ
ン
ク
が
あ

り
、
上
臆
・
中
臆
・
下
臆
と
い
う
大
き
く
三
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
二
条
良
基
（

一
三
二
0
1

一
三
八
八
）
作
と
伝
え
る
『
女
房
の
官

し
な
の
事
』
に
は
、
そ
の
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
女
房
の
呼
称
が
決
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
目
安
だ
っ
た
よ
う
で
、
上
級
公
家
や
こ
こ
で

扱
う
宮
家
の
場
合
、
個
々
の
「
家
」
の
事
情
に
よ
っ
て
変
動
が
あ
り
、
こ
の
書

に
示
さ
れ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
分
類
す
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
『
日
記
』
の
記
事
の
中
に
そ
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
分
け
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な

も
の
は
な
い
か
見
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
参
考
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
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① 

「
先
レ
是
一
献
以
前
覧
手
墨
田
＼
其
儀
定
直
〔
布
衣
〕
・
｛
庁
官
｝
氏
郷
〔
衣

冠
〕
参
、
入
ニ
吉
書
於
笛
一
、
於ニ
中
門
一
重
賢
請
取
之
〔
布
衣
〕
、
伝
＝
隆
富

朝
臣
一
〔
布
衣
〕
先
覧
レ
之
、
持
参
付
二
女
房
＼
春
日
殿
常
御
所
ニ
持
参
〔
中

臆
可
ニ
取
次
一
也
、
而
上
臆
持
参
、
違ニ先
例
－越
度
也
〕
、
覧
レ
之
返
給
、
隆

富
朝
臣
付
ニ
重
賢
一
、
於ニ
中
門
｝重
賢
加
－一
下
書
一下
ニ
主
典
代
一
・
：
」
（
永
享
七
・

士
了
一

九
、
〔
〕
内
は
割
注
、
｛
｝
内
は
傍
注
、
以
下
同
じ

② 

「
抑
毎
年
佳
例
有二
献
＼
宮
中
男
女
御
極
進
レ
之
、
・
：
抑
夜
吉
書
覧
レ
之
、

定
直
〔
布
衣
〕
・
氏
郷
〔
束
帯
〕
持
参
、
於一一
中
門
一
重
賢
〔
布
衣
〕
請
取
、

隆
富
朝
臣
先
覧
レ
之
、
付二
女
房
一
奏
レ
之
〔
公
卿
座
垂－一御
簾
＼
自
一一
妻
戸
一

奏
レ
之
、
女
房
近
衛
持
参
、
抑
女
房
ハ
内
侍
可ニ請
取
－也
、
而
上
臆
持
参
、

要
一
先
例｝之
由
、
永
基
朝
臣
申
、
右
衛
門
督
可
＝持
参
一也
、
此
次
第
一
一
只

女
房
と
あ
り
、
上
臆
・
中
臆
事
不
ニ
覚
悟
＼
越
度
也
〕
、
常
御
所
持
参
、

入
レ
笛
如
レ
例
、
覧
レ
之
返
給
、
近
衛
隆
富
朝
臣
ニ
返
給
、
重
賢
書
一
返
抄
一

如
レ
例
、
氏
郷
ニ
返
下
、
賜
レ
禄
、
馬
〔
代
〕
・
太
万
、
畏
申
退
出
、
殊
更

祝
着
之
儀
珍
重
也
、
・
：
」
（
永
享
八

史
料
①
は
、
足
利
義
教
の
後
援
に
よ
っ
て
京
中
に
御
所
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
貞
成
が
、
伏
見
か
ら
移
住
し
た
日
の
記
事
で

そ
の
移
徒
の
儀
の
一
環
と
し

て
新
御
所
で
吉
書
を
覧
じ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
司
が
ま
ず
目
を



室町時代の女房について （松 薗）

表 l 宮家の女房一覧

〈上勝〉

女房名 出 自 配 偶 兄弟・姉妹 子 女 備 考

（廊御方） 三条実音女 栄仁親王 公敦
用健（永字 3 , 3, I ［改名］ 廊御方→宝珠庵（蒼玉庵）多年梅津湯陽院にい
入滅、 56歳） たが「窮閤」によって伏見に移住（応永27, 2 ,16、 71歳） 。

延文 2 (1357)' 2 ,18光厳 ・ 崇光両上皇帰洛後しばらく して

廊御方 ？（注 I) 栄仁親王つ
椎野寺主（応永30, 出仕。［改名］近衛→廊御方（応永26 , I , 10）応氷23,J 1,20落
9 , 1 2入滅） 髪・応永32(1425），悶 6 , 2 退出（「自十一歳祇候、己六十余

年奉公之労多年」） ・ 正長 I (1428 ）年死（永享 6年に七回忌）

東御方
ニ条公盛女

栄仁親王
実豊他 車時蔵主（応永24,6 ,20死去） ［改名］ 対御方→東誰II方（応永26, I ,10) 

(*) ＊系図①参！開 他 「御僧両三人」 応永23, 1 1 ,20溶髪 ・ 永享13, 5 ,27逝去（79歳）

上脱
一条家庶流

治仁王 つ
鳴滝殿（智観）・ 岡殿 ［改名］ 今上l薦→上臆（応永26, 1 , 10）、永享 4 , 5,9

（本護院） （真栄）・智恩寺 （智久） 懐妊した室町殿仕女の上勝として迎えられ退出。

庭田経有女 入江殿（性恵） ・ 彦仁
［改名］ 今参→二条（応永26, I ,I O）→南御方（正長 I,7 ,28後花園践

南御方 貞成主見王 庭回重有 酢直後に改名？）→叙従三位（永享 6'3 ,16）→准后（文安 I , 4 ,26) 
（母飛鳥井雅京女） （後花園天皇）他

→女院号宣下（文安5'3 '4 、 敷政門院）、文安 5,4 , 13崩 （59歳）

春日
庭田重有女 庭田重賢他 ［改名］ 今参→春日（正長 1 '7 ,28後花園践酢直
（母内裏御乳人） ＊系図②参照 後に改名？）→二条（嘉吉 3' 1 '2) 

近衛 回向経良女
田向長資他

｛改名］ 近衛→一条（嘉吉 3' 1 '2) 
＊系図②参照

新中納言
飛鳥井雅世猶子 永字 7' 6 ,14初参（「宗西堂〔飛鳥井親類〕頻被執
（弟の女） 申」』こ よる） ［改名］ 今参→新中納言（永享 7 ,10, 1) 

新大納言 庭田重有女
禁裏姫宮 庭回重賢他 ［改名］ 小今参→あちゃ（永享 8年よ り）→新大
御介錯 ＊系図②参照 納言 （嘉吉 3' 1 '2) 

二条
僑本実郷女

橋本公園他
永享 9 , 1 2,29初参。＊父実郷、 同 J O,3 ,3C任参議（52歳）「下御所

（西国寺庶流） 前御霊（日野宗子）祇候」が露顕し退出させられる（永享10, 6 ,29）。
永事 7,11,6 に田向長責はIii患の棋を宮家女眉t しての出仕させることを希

あかこ 回向長資女つ 回向経秀他 望したが、まだ年少な叩で成長後必ず認めるこ tを「約詰Jして員成It断って
いる。この子があか乙であるtすれば、意事II年明(15揖）出仕したのであるう。

かふろ e> つ 嘉吉 3 , 1 2,26以前出仕

注 l ，横井清氏は日野西資国女に比定されているが、彼女の関係者には四条家所縁の者が多い。

〈中鴎〉

按察局 土御門禅門女 応永23,9,30「去年退去了」

小今参 「高土佐守親類」 応永26,2,29初参(14歳）、同27, 6' 9 退出。

右衛門督 冷泉永基女
冷泉永親・石清 永享 4 '2 ,24初参 （20歳）、永基夫妻「頻望申」によ
水財園寺坊主 る（ 2 ,19） 。 ［改名］今々参→布衛門督（永享 5 ' 1' 1) 

五辻教イ中女
メ7、%＞ヨモ ＊教仲父朝仲 五辻重仲

永享 4' 1 ,22以前出仕。

は源経有子
永享 6' 8 ,10「局之気ニ遠」ったので追い出される。

新大夫 和気茂成女
永享 7 , 1 2,24初参(I l歳、 「茂成朝臣望申J)

［改名］小今→新大夫？

〈下腿＞ I 局女 ヲk ， 密通により退出

女房名 出自 ・ 配偶 所 属 備 考

別当 東御方 応、永28, 4 ,22「昔｜会」により「扶持」が難し くなり 、 暇を出して退出。 111村
（法名 ，妙理） （元貞成母西御方の局女） 辺りに小庵を建て移住し、 寿蔵主が「毎事」扶持する こ とになったと い う。

中殿 故四条隆持旧妾 近衛局
応永31 , 4 ,29今日退出、山田香雲庵へ移住した。 栄仁貌王の時代から廊局に
仕え、世事取り仕切ってきたが、 80歳に及び余りに 「老屈」のため退出した。

つ つ 南御方つ 応永32，閏 6 , 1 2初参。

小督責 「但馬庁女」 南御方
永芋 3 , 11 , 14真乗寺の鹿首座の「5 1導」により初参。永享 7年「老母」の病気と称して退出、
懐妊の噂があ り 、 庭田青侍藤兵衛重氏〔禅啓子、 浄喜弟）と密通したことが判明（4 ,28 ） 。
永享 7 , 5 ，お光照院上l自の 「伝達J lこより初参。 「中臨若女也J ［改名］ 今参→中将（永享7,IO, I ） 。

中将宮崎 「越前者」 南御方 嘉吉 3 ,4 ,3 「｜日冬Jから暇を願い出、堅留子今祇候、「心操神妙J なので強（慰留していたが、里〔舎兄］

からも退出させるよ うに強（ 言ってきたので退出。 しかし、「快賢所行Jであったこ tが判明（4 '4 ）。
ワ 「老女」 南御方 永享 7 '5 , 1 6岡殿の「引導」によ り初参。
つ 内裏合臣官 永享 7' 2 , 1 2初参

宰相 東御方 永享1 3, 2' 6 以前に出仕。

大進 南御方つ 嘉吉 I , 5 ,21以別に出仕。
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〈下勝） II 女官

女房名 出自 ・ 配偶

賀々 庭田重有妾

あちゃ 冷泉永基妻

めめ つ

めこ つ

賀々 つ

つ 「南都之者」

つ

つ
「八幡物

云々」
つ つ

むめ

いと

つ

〈下腿） III 乳人

~------~ 

女官（賀々）

今御乳人

今姫宮御乳人

今御乳人

新参御乳人

姫宮御乳人

そのイ也

芝殿

対象者

貞成第 l 皇子

（彦仁）

貞成第 5 皇女

貞成第 6皇女

内装姫宮

内裏姫宮

内裏姫宮

芝俊阿の

近親者

人間文化第28号

子女 経 歴

光蔵主. flm侍者他 6 ～ 7 人
［改名］ 賀々→内裏御乳人
（正長 I , 7 ,28後花園践酔前後）

「往昔此御所女官也」（永享 3, I ,24) 

広時（田向家青侍、猶子） 永享 3, 4, 8 に出産、「隠密退出」（同 4 , 10）。

永享 4 ,12, 7 惣得庵の「ヨ ｜導」によって初参。
同 7, 4 ,I l暇を申して、そのまま帰参せずつ

永享 8 ' 8 , 17退出「両二年祇候」

永享 7' 5 , 1 3初参。

永享 7' 6 , 14初参（十五歳）。

永享 8,3 , 9 初参。

永享 8 , 11 ,28初参。

永享10, 11 ,2 1 以間出仕（上記のだれかであろう）

嘉吉 I , 5 ,26以前出仕（上記のだれかであろう）

嘉吉 3,4,7 初参「小女」

初参 出自 経歴他

応永24, 9 ,17 
応永28, 1 2,20「若宮〔予第二宮〕」（彦仁、応、永26, 6 , 1 7誕

以前
女官・庭田重有妾 生） の「御魚味」において「御乳母人〔賀々〕」が「御前物

以下禄等」を賜わっている。

永享 4 , 2 , 9 つ
第 5 皇女（ちよ与けは永享 2 (1 430）年1 1 月 1 5 日に誕生。
岡殿入室によって岡殿に入札「不義」により退出（永

以前
享 9' 4 ,22 ・ 4 ,23) 

永享 6 ,II, 3 田向イ土女・承泉＊妻 「今姫宮」は同 6 ,10, 4 誕生。

永享 6 , 1 2, 1 5 つ
乳が細くなったので別のものと交替させられる（永享
7. 2 , 1 2「乳細成之間被替」）

永享 7, 6 ,I l暇を申し退出。

「以前御乳人、十四五之比、病悩十五度まてよみ帰、
熊野人之問、那智瀧ニうたれなとさまさま祈精して

永享 7. 2 ,12 熊野の人 本復、子今無為云々、此事自然物語ニ白状申閥、東

御方、公方ニて被物語申之問、如此之物被召置不可
然之由有御沙汰云々、的自入江殿被召替新参候、不

思儀之開明記之」（永享 7. 7 ,10) 

永享 7 ' 7 ,10 入江殿の紹介
嘉吉Ji:;年、不義によって追い出されるが、嘉吉 3 年、
伊予局の取り成しにより免じられ再出仕（嘉吉 3. 8 ,13) 

＊ 田中承泉、伏見の地侍小il l禅啓（地下政所）の養子。

新内侍＊母 ｜応永23, 2 , 1 7「多年不参」、春日祭に参向して帰路立寄
回向経良妻／（応永27, 10, 30他界｜った勾当局と共に「珍敷客人」として参る。

「杉殿召仕」） ｜永享 8' 7 ,25以前、出家隠居した経良と離縁？

＊新内侍＝応永25, 7' 2 「故宮内卿朝仲朝臣息女」「内侍長階局子」（「局子」）
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通
し
た
吉
書
を
女
房
を
介
し
て
貞
成
に
献
じ
、
貞
成
が
そ
れ
を
覧
じ
て
返
す
と

い
う
儀
式
な
の
で
あ
る
が
、
本
来
な
ら
ば
、
「
中
臆」
が
取
次
ぐ
べ
き

な
の
で

あ
る
が

、

「
上
膳
」の
「
春
日
殿
」

と
い
う
女
房
が
取
次
い
で
し
ま
い
、
そ
れ

で
あ
る
と
反
省
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
史
料
②
の
よ
う
に
、

①
の
翌
月

、

仙
洞
の
儀
に
倣
っ
て
始
め
た
と
思
わ
れ
る
年
始
に
際
し
て
の
吉
書

は
「
越
度
」

に
お
い
て
も

、

ま
た
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

こ
の
時
は
、
「
近
衛
」
と
い
う
女
房
に
取
次
が
せ
た
が
、
や
は
り

「
上
臆
」

あ
り
、
先
例
と
異
な
る
こ
と
を冷
泉
永
基
と
い
う
貴
族
に
指
摘
さ
れ

、

ど
う
も

貞
成
が
持
っ
て
い
た
「
次
第
」
に
単
に
「
女
房
」
が
取
次
ぐ
と
あ
っ
た
の
で
貞

成
は
深
く
考
え
ず
、
「
中
臆
」
に
持
参さ
せ
る
べ
き
を
誤
っ
て
し
ま

っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

ひ
と
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
同
じ
過
ち
を
二
度
も
繰
り
返
し
た
の
は
、し3

く

薗）

ら

京
都
へ
の
移
住
と
い
う
宮
家
に
と
っ
て
の
大
事
業
で
大
忙
し
だ
っ
た
に
し
て

室町時代の女房について（松

も
変
で
あ
り
、
恐
ら
く
史
料
①
の
記
事
の
割
注
は
、
史
料
②
の
段
階
で
指
摘
を

受
け
て
か
ら
付
記
し
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

こ
れ
ら
の
記
事

か
ら
知
り
得
る
の
は
、
宮
家
に
お
い
て
も
女
房
た
ち
に
上
臆
と
中
臆
の
区
別
が

あ
っ
た
こ

と
、
春
日
・
近
衛
は
上
臆
で
、
史
料
②
に
見
え
る
右
衛
門
督
は
中
臆

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

京
都
移
住
以
前
は
、
」
の
区
分
は
年
中
行

事
の
場
に
お
い
て
そ
れ
程
強
く
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
、
と

う
こ
と
で
あ
る

。

次
に
こ
こ
で

確
認
さ
れ
た
上
臆
・

中
臆
の
区
分
を
別
な
記
事
に
援
用
し
て

、

宮
家
の
女
房
全
体
の
区
分
を
考
え
て
み
よ
う
。

表
2
は
、
宮
家
恒
例
の
元
日
の
儀
で
、
原則
宮
家
に
仕
え
る
す
べ
て
の

侍
臣
・

侍
女
と
と
も
に
新
年
を
祝
い
、
白
散
と
強
飯
を
供
す
る
儀
式
の
記
事
の
中
の
女

房
名
を
記
し
た
部
分
を
、
記
載
さ
れ
た
順
序
の
ま
ま
抽
出
し
て
並
べ
た
も
の
で

あ
る
。
『
日
記
』
で
は、

次
に
提
示
し
た
史
料
③
の
よ
う
に
参
加
し
た
宮
家
の
人
々

で

の
名
前
が
、最
初
に
女
房
（
日
記
で
は
しば
し
ば
ま
と
め
て
「
女
中
」
と
記
さ
れ
る
）
、

次
に
男
性
の
侍
臣
（
同
様
に
「
男
共
」
と
記さ
れ
る
）、

そ
し
て
地
下
の
者
た
ち
の

順
一
で
記
さ
れ
て
お
り
（宮
家
の
皇
子
女
が
出
席
す
る
と
女
房
の
前
に
記
さ
れ
る
）
、そ

れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
で
は

、

必
ず
位
が
高
い
順
に
記
載
す
る
と
い
う
原
則

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
他
の
儀
式
や
遊
宴
に
際
し
て
参
加
者
の

名
前
を
列
挙
す
る
場
合
に
お
い

て
も
ほ
ぼ
守
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

③ 

「
早旦
祝
着
如
レ
例
、
其
後
供
ニ
白
散
〔茂
成
朝
臣
調
進
〕
・

強
飯
等
一事
々

如
＝
佳
例
一、
南
御
方
・

東
御
方
・

近
衛
・
春
日
・
右
衛
門
督
〔仕
女
着
ニ

湯
巻
＼
近
年
無
沙
汰
、
今
春
着
レ
之、
珍
重
也
〕・
御乳
人
、
前
源
宰
相
・

庭
田
宰
相
・
田
向
三
位
・
隆富
朝
臣
・

重
賢
・
経
秀
・
行
資
・

承
泉
等
候
、

」

ぐ
氷
享
六

表
2

の
永
享
五
年
以
降
を
見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
る
よ
う
に

、

先
ほ
ど
確
認

し
た
上
臆
・

中
臆
の
区
別
を
適
用
す
る
と
、
列
挙
し

た
女
房
名
の
春
日
か
ら
左
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が
上
臆
、
右
が
中
膳
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
永
享
五
1

七
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表 2 女房の序列

年次・貞成年齢 旦日「巳 事 ＊太字は南御方（庭田幸子）、（ ）内は年齢。 i荷 考

応永23, I, I 45歳 なし
男性侍臣のみ列挙。
＊当主栄仁親王（66歳）

応永24, I, I 46 
「女中、新尼公、号臥酌不候、或祇候、五年始、五代始、祝着 男性侍臣のみ列挙。

之儀llffi不栢替、心中旧事恋慕而己J ＊当主治仁王（37歳）
応永25 , I, I 47 なし 男性侍臣のみ列挙。

応永26 , I, I 48 「仕女、対御方（57）・近衛 （68 つ）・今参局（30）」

応永27, I, I 49 
「仕女、東御方（58）・廊御方（69 つ）・一条殿（3 1 ）・今参（ 9 ）・ 旧！郎御方
小今参」 （栄仁仕女、宝珠庵） 7 1歳

応永28, I, I 50 
「仕女、東御方（59）・廊御方（70 ？）・上勝（25 つ）・二条（32）・
今参 (IO）」

応永29, I, I 51 「東御方・廊御方・上l隠・ 二条殿・今参」
応永30, I, I 52 「東御方・廊御方・上臆・ 一条殿・今参」
応、永3 1 , I, I 53 「東御方・廊御方・ 上勝・今参」

応永32, I, I 54 「東御方（63）・廊御方（74 ？）・上鴎（29 つ）・二条殿（36）・今参 (14）」
二条は前年1 2, 1 4に出産、

里出（庭田） 中。
＊応永33～永字 2 年は日記なし。
永享 3 年は抄本のためか I, I には節会と院御薬の記事のみ。

永享 4, I, I 61 
「南御方（43）・東御方（70）・上勝（36 ？）・近衛（？）・春日（2 1) ・
御乳人（37 ？）」

永享 5, I, I 62 
「南御方・東御方・近衛・春日・右衛門督〔今々参、今日付名（20）〕・
御乳人」

永享 6, I, I 63 「南御方 ・ 東御方・近衛・春日・右衛門督〔略〕・御乳人」

永享 7, I, I 64 「南御方・東御方・近衛・春日・右衛門督・御乳人」

永享 8, I, I 65 
「南御方・近衛・春日・新中納言（22 つ）・右衛門督・小今〔茂成

東御方は室町殿に出仕。
朝臣息女｛十一歳｝〕」

永享 9, I, I 66 
「南御方（（48）・近衛（？）・春日（26）・新中納百（（23 ？）・あちゃ（新
大納言 1 5）・右衛門督（24）・小今 (1 2）・ ｛内裏｝御乳人」

永享IO, I, I 67 
「南御方・今参〔橋本中将息女〕・近衛・春日・新中納言・小今・
｛内裏｝御乳人」

「南御方（52）・東御方（79）・近衛（つ）・春日（28）・阿茶（新大納
永享1 3, I, I 70 言1 7）・あかこ（？）・新中納言（25 ？）・右衛門督（26）・新大夫 (14）・ 貞常 (17歳）

御乳人（46 ？）」
嘉吉 3, I, I 72 「女中候」

文安 5, I, I 77 なし 院としての拝礼の記事のみ。

宝徳 2, I, I 80 なし 院としての拝礼の記事のみ。

＊廊御方；応永32 (1425）年の退出時に「自十一歳祇候、巳六十余年奉公之労多年」とあるので、この時点、で74歳
くらいと想定。
＊上腿，応永1 8年出仕、翌年には女臣官を出産しているので、 1 5歳くらいで出仕と想定。
＊御乳人；庭田重有の妾として生んだ春日は長女と考えられ、出産時点、で1 6歳と想定。
＊新中納言は、永享 7 年の初参時に「年齢廿許」とあるので一応22歳と想定。
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年
期
に
は
、
南
御
方
・

東
御
方
・

近
衛
・
春
日
が
上
臆
の
女
房
で、

右
衛
門
督
・

御
乳
人
が
中
膳
以
下
と
な
る。

④ 

「
晩
乗レ
船

、

予
・
宮
御
方
・
｛
入
江
殿
｝
方
丈
・今
御
所
・
｛
真
乗
寺
｝
御

沙
弥
〔
只
今
入
来
〕
、
南
御
方
・
西
雲
庵
・
近
衛
・
春
日
・
｛
飛
鳥
井
｝

今

参
・
｛庭
田
｝
小
今
参
・
右
衛
門
督
・
御
乳
人・
如
浄
・
麗
首
座
、
源
宰
相
・

三
位
・
行
豊
朝
臣
・
隆
富
朝
臣
・
有
俊
・
重
賢
・

経
秀
・
行
資
・
珠
蔵
主

等
参
、
・
：
」「
永享
七
・
九
・
八

こ
の
史
料
④
は
、
宮
家
の
人々
が
客
人
と
共
に
御
所
の
水
辺
を
船
で
楽
し
ん

だ
際
の
記
事
で
あ
る
が
、
貞
成

（予
）
に
次
い
で
、
貞
常
（
宮
御
方
）
以
下
の

皇
子
女
、
南
御
方
以
下
女
房
た
一
日
が
列
記
さ
れ
、
新
参
の
女
房
で
あ
る
こ
と
を

示
す
今
参
・
小
今
参
が
加
わ
っ
て
い
る
が
、
右
衛門
督
よ
り
ラ
ン

ク
が
上
な
の

で
彼
女
よ
り
上
に
記
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
表l
で
示
し
た
よ
う
に
、
今
参
は

薗）

新
中
納
言
、
小
今
参
は
新
大
納
言
と
名
付
け
ら
れ
、表
2

か
ら
知
ら
れ
る
よ
う

室町時代の女房について（松

に
、
年
齢
は
若
い
が
新
大
納言
の
方
が
身
分
が
上
な
の
で
、
女
房
名
が
正
式
に

付
け
ら
れ
る
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
逆
転
す
る
こ
と
に
なる。
こ
の
二
人
は
他
の
記

事
か
ら
も
上
臆
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
大
体
永享
期
を
通
じ
て
右
衛
門
督
が

中
璃
の
筆
頭
に
あ
っ
た
と
見
な
し
て
よ

い
よ
う
で

あ
り

」
の
よ
う
に

名
前
が

日
記
に
記
載
さ
れ
る
女
房
は
中
臆
以
上
と
考
える
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
中
臆

と
下
臆
の
区
分
は
後
述
す
る
）
。

第
二
章

上
臆
の
女
房

『
日
記
』
で
は
、
「仕
女
」
と
表
現
さ
れ
る
女
房
た
ち
で
あ
る
が、

そ
の
場
合
、

単
な
る
当
主
に
仕
え
る
女
房
と
い
う
広義
の
意
味
で
の
そ
れ
と
、
当
主
の
妻
妾

的
意
味
合
い
込
め
て
狭
義
で

「
仕
女
」
と
使
う
場
合
も
あ
る
の
で
注
意
を
要
す

る
。
す
で
に
諸
書
で
指
摘
さ
れ
て
いる
よ
う
に

、
中
世
に
入
る
と
天
皇
の
正
式

な
妻
に
あ
た
る
皇
后
や
中
宮
が
置
か
れ
な
くな
り
、
侍
女
の
中
で
天
皇
・
上
皇

の
子
を
な
し
た
者
の
う
ち
、
そ
の
皇
子
が
登
極
し
た
場
合
、
国
母
と
し
て
准
后

や
女
院
の
称
号
が
与
え
ら
れ
、

正
室
的
な
地
位
に
お
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の

の
、

そ
れ
以
外
の
侍
女
に
お
け
る
妻
妾
か
単
な
る侍
女
か
の
区
別
は
極
め
て
暖

昧
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。

崇
光
院
の
後
宮
を
引
き
継
い
だ
形
の
伏
見
宮
家
に
お
い

て
も
同
様
の
状
況
で

あ
り
、
『
日
記
』
の最
初
の
頃
に
見
え
る
父
栄
仁
親
王
が
当
主
の
時
代
、
そ
し

て
短
期
間
な
が
ら
兄
治
仁
当
主
の
時
代
、
さ
ら
に
貞
成
が
継
承
し
た
段
階
以
降

に
お
い
て
も

永
享
期
ま

で
は
お
お
む
ね
正
室
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
表
記
さ
れ

た
仕
女
は
存
在
し
て
い
な
い

。
ち
な
み
に
、
当

主
の
広
義
の
仕
女
か
ら
、
兄

治
仁
の
場
合
の
今
上
臆
、
貞
成
の
場
合
の
今
参
（
後
の
二
条
）
と
い
う
よ
う
に
、

皇
子
た
ち
の
仕
女
（
狭
義
）
も
選
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し

、
貞
成
の
子
女
を
ほ

ぼ
独
占
的
に
生
み

、

そ

の
子
が
登
極
す
る
と
い
う
幸
運
に
恵
ま
れ
た
南
御
方
は

149 

永
享
期
を
通
じ
て

一
種
の
正
室
佑
が
意
図
的
に
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。



第28号

彼
女
が
准
后
・
女
院
号
を
得
る
以
前
に
正
室
と
扱
わ
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

人間文化

（
二
局
女

（
付
）
女
官
・
乳
人

上
臆
の
女
房
の
内
、
御
方
と
よ
ば
れ
る
当
主
の
子
女
を
儲
け
た
女
房
た
ち
は
、

特
定
の
「
局
」
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
局
女
と
よ
ば
れ
る
下
級
の
女
房
を
置
き
、

日
常
の
雑
事
を
行
な
わ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
表
l

の
下
膳
I

に
見
え
る
よ

う
に
『
日
記
』
を
通
じ
て
九
人
の
局
女
が
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
女
房

名
を
与
え
ら
れ
な
い
う
ち
に
退
出
し
て
し
ま
っ
た
者
も
お
り
、
女
房
名
が
わ
か

る
者
は
六
人
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
女
房
名
で
『
日
記
』
に
記
載
さ
れ
、

そ
の
内
、
小
督
・
中
将
な
ど
は
『
女
房
の
官
し
な
の
事
』
で
は
中
購
以
上
の
付

名
と
さ
れ
る
が
、
宮
家
で
は
局
女
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
女
ら

は
表
2

に
明
ら
か
な
よ
う
に
元
日
の
行
事
に
も
参
仕
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
名
前
は
記
さ
れ
な
い
の
で
、
中
臆
よ
り
下
と
見
な
さ
れ
る
人
々
で
あ
る
。

宮
家
の
経
済
状
態
が
悪
か
っ
た
応
永
期
に
お
い
て
、
局
女
を
置
く
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
東
御
方
と
廊
御
方
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
、
栄

仁
親
王
の
子
を
儲
け
た
た
め
か
、
親
王
か
ら
宮
家
の
所
領
の

一
部
を
給
付
さ
れ

て
お
り

そ
の
収
入
か
ら
局
女
を
抱
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来

も
っ
と
お
き
た
い
の
で
あ
ろ
う
が

一
人
が
精

一
杯
だ
っ
た
よ
う
で

そ
れ
で

も
表
I

の
I

に
示
し
た
よ
う
に
東
御
方
の
局
女
別
当
は
経
済
的
に
扶
持
が
難
し

く
な
っ
た
の
で
解
雇
さ
れ
て
い
る
。
貞
成
の
兄
で
短
期
間
で
亡
く
な
っ
た
先
代

の
治
仁
王
の
仕
女
（
三
人
の
皇
女
を
儲
け
た
）
上
臆
と
呼
ば
れ
る
女
性
も
、
貞
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の
仕
女
二
条
（
後
の
南
御
方
）
も
応
永
期
に
は
局
女
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

二
条
の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
応
永
三
二
年
間
六
月
二
日
、
廊
御
方
の
引
退

に
伴
っ
て
宮
家
の
「
宮
中
家
務
事
」
を
受
け
継
い
だ
直
後
、
名
前
は
知
ら
れ
な

い
が
局
女
が
雇
い
入
れ
ら
れ
て
お
り
（
表
l

の
I

）
、
本
来
な
ら
ば
も
っ
と
早
く

雇
う
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
宮
家
で
は
そ
れ
が
限
界
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

な
お
、
局
女
は
、
例
え
ば
東
御
方
の
局
女
別
当
が
以
前
、
貞
成
の
母
西
御
方

の
局
女
だ
っ
た
よ
う
に
（
応
永
二
八
・
四
・
二
二
）
、
上
臆
の
局
間
で
相
伝
さ
れ

る
場
合
が
あ
っ
た
。

局
女
が
、
局
を
与
え
ら
れ
た
上
臆
の
女
房
に
属
す
る
の
に
対
し
、
他
の
下
臆

の
女
房
で
あ
る
女
官
・
乳
人
に
つ
い
て
は
統
属
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
女
官

は
独
立
し
て
存
在
し
た
ら
し
く
、
大
体
定
員
は
二
名
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
出
自

に
つ
い
て
は
不
明
な
場
合
が
多
い
が
、
表
l

の
H

に
見
え
る
「
め
め
」
の
よ
う

に
地
下
の
青
侍
を
猶
子
に
し
て
い
る
の
で
大
体
こ
の
ク
ラ
ス
の
出
身
で
あ
ろ
う

（
乳
人
も
同
様
）
。

彼
女
ら
は
中
膳
以
上
の
女
房
と
異
な
り
、
正
式
な
女
房
名
は
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
日
記
』
で
表
記
さ
れ
る
場
合
は
、
名
前
は
局
女
と
同

様
記
さ
れ
る
が
、
位
置
は
中
臆
以
上
の
女
房
を
表
す
「
女
中
」
で
は
な
く
、
そ

の
後
に
記
さ
れ
る
男
性
の
侍
臣
の
後
に
記
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
女
官
の
職
務



は
不
明
で
あ
る
。

乳
人
は
、
「
御
」の
字
が
冠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、宮
家
の
皇
子
女
の
養
育

係
で
あ
る
が
、
実
際
に
授
乳
も
行
う
乳
母
も
雇
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
永

享
七
・
二
・

一
二
）
。応
永
期
、
女
官
賀
々
は

、

第
一
皇
女
（
あ
こ
こ
、

後
の
入
江

殿
性
恵
）
・
第
一
皇
子
彦
仁
の
乳
母
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

」

の
よ
う
に
女

官
が
乳
母
を
兼
任
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
庭
田
重

有
の
妾
で
あ
り
、
女
房
の
春
日を
含
め
応
永
三
O
年
段
階
で
す
で
に
六
・
七
人

の
子
を
産
ん
で
お
り
、
そ
の
後
も
応
永
三
二
年
（三
・

二
ハ
）、
永
享
二
年
・

三

年
（
九
・二
五
）
と
少
な
く
と
も
三
人
産
ん
だ
こ
と
が
『
日
記
』
か
ら
知
ら
れ
る。

恐
ら
く
一
O
人
く
ら
い
の
子
の
母
と

な
っ
て
お
り
、
同
時
期
、

宮
家
の
他
の
皇

子
女
の
授
乳
・
育
児
も
任
せ
ら
れ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。
応
永
期
に
彼
女
以

外
に
治
仁
の
皇
女
た
ち

ゃ
貞
成
の
皇
子
女
の
乳
人
を
確
認
で
き
な
い
の
も

そ
の

薗）

た
め
だ

ろ
う
か
。
も
し

く
は
、
正
式
の
乳
人
を
雇
わ
ず
地
下
の
者
が
授
乳
を
担

室町時代の女房について（松

当
し
、
下
膳
の
女
房
た
ち
が
育
児
を
兼
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

応
永
期
の
宮
家
に
は
、
応永
一
九
年
生
ま
れ
の
治
仁
第

一
皇
女
（
鳴
滝
殿智
観
）

か
ら
三
二
年
生
ま
れ
の
貞
成
第
二
皇
子
貞
常
ま
で
八
人
の
皇
子
女
が
い
た
。
そ

れ
に
女
官
賀
々
の
子
供
た
ち
を
含
む
庭
田
家
や
隣
家
の
田
向
家
も
含
め
る
随
分

多
く
の
子
供
た
ち
が
邸
内
を
遊
び
ま
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
宮
家
の
日
常

は
さ
な
が
ら
小
学
校
の
よ
う
に
に
、
ぎ
や
か
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

局
女
・
女
官
・
乳
人
の
上
下
関
係
は
は
っ
き
り
しな
い
が
、
女
官
賀
々
か
ら

永
享
期
に
内
裏
御
乳
人
と
な
っ
た
女
性
は
常
に
下
臆
の
女
房
た
ち

の
中
で
は
最

上
位
に
位
置
す
る
も
の

の

一
般
的
に
は
局
女
が
上
位
で
、
乳
母
・

女
官
は
同

じ
程
度
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（二
）
経
済
基
盤

上
膳
の
女
房
は

、

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
宮
家
の
所
領
の

一
部
を
御
恩
と

し

て
与
え
ら
れ
、
そ
の
収
入
で
も
っ
て
宮
家
の
様
々
な
恒
例
・

臨
時
の
行
事
を
分

担
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

『
日
記
』
か
ら

判
明
す
る
彼
女
ら
の
所領
は
、
表
3

の
如
く
で
あ
る
。

応
永
期
に
お
い
て
は
、
宮
家
の
外
に
い
た
栄
仁
親
王
の
仕
女
の

一
人
勾
当
内

侍
（
典
侍
禅
尼
）
・

東
御
方
・
廊
御
方
の
三
人
し
か
所
有
が
確
認
さ
れ
な
い
。
二

条
（
南
御
方）・
今
参
（
春
日
）
の
場
合
、
確
認
さ
れ
る
の
は
永
享
期
以
後
で
あ
り

、

表
3

に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
春
日
の
場
合
、
廊
御
方
の
所
領
「
播
磨
国
街
別
納

市
余
田
」
が
彼
女
の
没
後

、

彼
女
の
懇
望
に
よ
り
老
後
の
引
退
先
で
あ
る
伏
見

の
尼
寺
香
雲
庵
に
彼
女
の
死
後
十
三
回
忌
ま
で
知
行
さ
れ

、

そ
れ
を
引
き
継
ぐ

形
で
所
領
を
も
ら
っ
た
ら

し
い
。

南
御
方
の
場
合
も
同
様
の
よ
う
で
、
応
永
三

二
年
（
一
四
二
五
）
に
亡
く
な
っ
た
勾
当
内
侍
（
典
侍
禅
尼
）
の
御
思
「
播
磨
国

街
別
納
比
地
御
祈
」
が
や
は
り
彼
女
の
懇
望
に
よ
り
弟
の
円
光
院
尭
範
が
彼
女

の
三
回
思
ま
で
知
行
を
許
さ
れ
、
そ
の
後
宮
家
に
回
収
さ
れ
た
後
、
東
御
方
に

与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
東
御
方
が
嘉
吉
元
年
（
一四
四

こ
に

亡
く
な
っ
た
後
に
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南
御
方
に
譲
ら
れ
た
の
で
あ
る
。



第28号人間文化

女房の御思地

女房名 御恩地 伝領関係 備考

伏見荘満校名
死後（応永31, 8 ,28）、子の用健（大通院住持）
知行（永享 3, 3, I 死）→南御方（「外居ニ相計

勾当内侍
了」）→大通院に「半分」寄進（永享 4,9,6 ）。

（典侍禅尼）
死後、弟尭範（円光院大納国法印）に譲与→

播磨国街別納比地御祈
その死（応永32, 10, I ）後、三回忌を経て宮家

に返還→東御方（永享 7, 3 ,27）→死後（永享
13, 5 ,27）、南御方（嘉吉 3, 9 ,14) 

死後十一回忌まで山田香雲庵（住持が廊御方
播磨間街別納市余田 猶子）が知行→二条（元春日）の御恩地（嘉吉

3, 4 ,13) 

廊御方 廊御方の御恩であるが椎野寺主が「召仕」→
室町院領「此地花園院以来、永円

（元近衛） 山城国武蔵堀池仕丁叶人 死（応永30, 9 ,12）後、鳴滝殿（治仁王第一宮）
寺ニ有御寄附、預所職者勝阿知

に寄進（応永31, 10 , 4 ）。
行、人夫者是へ召仕者也」
（応永24,10, 1 7)

近江国塩津荘
死後七回忌まで香雲庵知行→宮家へ返還
（永享 7, 6 ,17「七廻去年満了」）。

禅照庵領
東御方の申請により「禅照庵領敷地等」を「永

東御方 代可管領之由j安堵（永享 8 ，閏 5 ,12 ）。
（元対御方）

t番磨国伊和西
東御方の「御恩地」として見える 7t杉殿 (i原資子、栄仁母）所領（ r局
（嘉吉 3, 5 ,27) 松宮所蔵文書）。

上勝
確認できず

（元今上勝）

近江国山前庄
山目日南庄の土貢の内「弐千疋」を南御方に「小

室町院領
御恩」として進める（永享 3, 6 ,27 ）。

南御方 昆布干鮭公事
「年貢月宛四千ー百疋」（永享 8, 5 , 1 6）の内

（元二条）
「千疋」を「南御方料所」とする（ 5 ,25）。

播磨国街別納比地御祈 永字13,5,27東御方死去以後

尾張国英比郷
「勅裁」により南御方の料所となる（『建内』

熱田社領
嘉吉 l ，閏 9 ,27) 

春日
播磨国街別納市余田 永享12年、廊御方十三回思以後（嘉吉 3, 4 , 1 3 ）。

（後の二条）

近衛
尾張国熱田社 その内千疋（宝徳 3 ,10,16付御書状案）

（後の一条） 若狭国松永荘
その内「回むきの入道とり候五百疋」（宝徳

室町院領
3 ,10,16付御書状案）

内裏女房としての御恩（永享 2 ,10,16「女中御
伊勢国車（栗真）庄 居、支配」）、「御恩冬分、外居等千六百疋」（閏 天皇家領

内裏御乳人
11, 4) 

若狭国吉田三宅荘
「室町殿申御沙汰」により「内裏御恩」として

後小松院の御所侍が「当知行」で

「一所拝領」（永享 6,3,6)
あるが、元は院の御乳人の御恩
であったという（同前）。

表 3

女
房
の
御
恩
と
し
て
の
所
領
は
一
期

分
（
本
人
の
み
の
知
行
）
が
原
則
で
あ
る
こ
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母でと
の触は
如れ
きさて繰
女いり
房る返
たがきし
ち、貞

の長成
懇年も
望世『
を話日
無に記
下な』

につの
断た中

る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
人
の
七
回
思
も
し

く
は
一
三
回
思
を
目
途
に
本
人
が
指
名
し

た
関
係
者
の
知
行
を
し
ば
ら
く
許
し
て
い

る
そ
れ
で
は
南
御
方
や
春
日
、
そ
れ
に
上

臆
（
治
仁
仕
女

は
所
領
を
与
え
ら
れ
る

ま
で

さ
ら
に
所
領
の
給
付
が
確
認
さ
れ

な
い
中
臆
以
下
の
女
房
は
ど
の
よ
う
な
経

済
基
盤
に
よ
っ
て
女
房
と
し
て
の
職
務
を

遂
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
御
方

春
日
は
庭
田
家
の
出
身
で
あ
り
、
庭
田
家

は
宮
家
の
重
臣
と
し
て
宮
家
領
を
幾
分
か

知
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら

そ
の
実

家
の
後
見
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う

し
、
上
臆
の
場
合
、
亡
く
な
っ
た
夫
治
仁



の
分
が
与
え
ら

れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し

、

女
房
に
は
定
期
的
に

給
料
の
よ
う
な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
ある
。

永
享
四
年
七
月

一
O
日

条
に
「
抑
女
房
達
〔
東
御
方
・
近
衛
・春
日

・
今
々

参
－
A
7御
乳
人
〕
御
訪
各
五
百
疋
、
自
一
当
年
一山
前
頒
給
、
奉
書
定
直
書
レ
之
」

と
見
え
る
の
は
、
宮家
の
所
領
で
あ
る
近
江
国
山
前
荘
か
ら
上
が
る
年
貢
の
内

、

五
O
O
疋
ず
つ
を
、
」
の
年
か
ら
中
臆
の
今
々
参
（
後
の
右
衛
門
督
）
や
下
臆

に
分
類
し
た
乳
人
ら
を
含
む
五
人
の
女
房
た
ち
に
与
え
る

と
い
う
の
で

あ
り
、

こ
の
「
小
御
恩
」
（
永享
五
・
七
・
一
八
）
を
増
額
分
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
以
外

に
も
こ

の
よ
う
な
形
で
彼
女
た
ち
に
給
料
が
支
払
わ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
応
永
二
六
年
八
月
三
日
条
に
「
抑
御
返
之
御
服
｛仙
洞
・
室
町
殿
｝

面
々
支
配
、
若
宮
、
女
中
〔
東
御
方
・
廊
御
方
・
上
臆
・
二
条
局
・
今
参
・

小

薗）

今
参
〕
、
長
資朝
臣
、
女
官
〔
賀
々
〕
賦
之
」
と

あ
る
よ
う
に
、

八
朔
の
贈
答

室町時代の女房について （松

に
際
し
、
仙
洞
や
室
町
殿
か
ら
の
御
返
は
贈
っ
た
分
よ
り
多
く
返
っ
て
く
る
の

で
あ
ろ
う
。
特
に
衣
服
の類
は
必
ず
女
房
そ
の
他
に
分
け
与
え
ら
れ
、
そ
れ
ら

は
換
金
さ
れ
て
、
今
で
い
う
夏
の
ボ
ー
ナ
ス
の
よ

う
な
も

の
と
な
っ
て
い
た

の

で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
中

臆
及
び
下
臆
の
中
で
は
乳
人
・
女
官
に
は
配
ら
れ

（
幻
）

て
い
る
が
、
局
女
は
確
認
さ
れ
な
い
。

局
の
主
人
か
ら
間
接
的
に
分
け
与
え
ら

れ
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
。

永
享
期
に
入
る
と
後
花
園
天
皇
の
実
父
の
「
家
」
と
い
う
こ
と
で
政
治
的
な

地
位
は
格
段
に
上
が
り
、
恐
ら
く
後
小
松
院
（後
光
厳
院
流
）
へ
の
対
抗
策
の

一
つ
と
し
て
将
軍
義
教
は
積
極
的
に
崇
光
院
流
で
あ
る
伏
見
宮
家
を
後
援
し

た
。
そ
の

一
環
と
し
て
頻
繁に
義
教
や
そ
の
室
（
上
様
）
か
ら
贈
り
物
が
届
く

よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
「
公
方
よ
り
被
レ
進
之問
、
殊
更
為
ニ
祝
着
一賦
レ
之
、
予

一
重、

南
御
方
一
重
、
近
衛
・

春
日
・
新
中
・
右
衛
門
督

・
｛内
裏
｝
御
乳
人

各
一
ツ
h

給
、

重
仲
御
服
被
レ下

、

賀
酒
申
沙
汰
、
南
御
方
も

一、
重
仲
ニ
給
」
（
永

享
八
・
ニ
・

三
）
な
ど
の
よ
う
に
、

そ
れ
ら
い
た
だ
き
物
を
侍
臣
や
女
房
た
ち

に
分
配
す
る
記
事
が
『
日
記
』
に
散
見
す
る
よ

う
に
な
る
。
女
房
た
ち
も

多
分

に
臨
時
収
入
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（三
）
職
務

彼
女
ら
の
宮
家
の
女
房
た
ち
の
日
常
に
お
け
る
職
務
は
意
外
と
記
さ
れ
て
い

な
い
。
食
事
を
作
っ
た
り
、
縫
物
や
掃
除
な
ど
は
局
に
仕
え
る
も

っ
と

下
級
の

「
下女
」

の
仕
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
述
す
る

「
宮
中家
務
事
」
を
掌
る
女
房

を
除
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
当
主
の
相
手
を
す
る
と
い
う
の
が
主
要
任
務
で
あ
ろ
う

か
。
平
安
時
代
の
内
裏
と
違
っ
て
年
中
・
臨
時
の
行
事
も
限ら
れ
て
お
り
、
『
日

記
』
で
も
彼
女
ら
の
名
前
が
並
ぶ
の
は
も

っ
ぱ
ら
暇
を
持
て
余
し

て
い
る
貞
成

を
中
心
に
催
さ
れ
る
様
々
な
催
し

、

例
え
ば
「
順
事
」
と
表
記
さ
れ
る

茶
や
粥

な
ど
を

内
輪
の
メ
ン
バ
ー

で
楽
し
む
食
事
会

（
？
）
に
交替
で
頭
人
を

勤
め
た

り
、
頻
繁
に
行
わ
れ
る
遊
宴
や
伏
見
の
寺
社
で
行
わ
れ
る
祭
礼
、
洛
中
洛
外
の
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寺
社
へ
の
物
詣
の
お
供
や
来
客
な
ど
に
伴
う
頻
繁
な
一
献
へ
の
参
加
な
ど
で
あ
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る
表
4

は
、
伏
見
宮
家
で
聞
か
れ
る
様
々
な
遊
宴
へ
の
女
房
た
ち
の
参
加
状
況

人間文化

を
屋
外
・
屋
内
と
分
け
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
概
ね
貞
成
が
中

心
と
な
っ
て
催
さ
れ
、
外
か
ら
の
客
人
や尼
門
跡
に
入
室
し

た
宮
家
の
皇
女
た

ち
が
実
家
に
里
帰
り
し
て
き
た
際
に
「
御
も
て
な
し
」
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
多
く
は
貞
成
の
徒
然
・
無柳
を
慰
め
る
た
め
に
催
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。こ

れ
ら
に
は
そ
の
後
に
「
一
献
」
が
伴
う
場
合
が
多
く
、
往
々
に
し
て
「
酒

盛
」
「
乱
舞
」
に
盛
り
上
が
り
、
時
に
「
沈
酔
」
「
酪
町
」
に
陥
る
場
合
も
あ
っ

た
。
特
に
双
六
な
ど
の
ゲ
1

ム
の
場
合
、
「
懸
物
」
が
出
さ
れ
、
負
け
た
方
が
「
負

態
」
と

し
て
勝
っ
た
側
に
一
献
振
舞
う
こ
と
も
あ
り
、
負
け
た側
が
「
妬
」
と

い
う
こ
と
で
再
試
合
を
も
ち
か
け
、
更
に
ま
た
「
一
献
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
表
4

か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
女
房
た
ち
の
個
性
や
趣
向
の
よ
う
な
も
の
も

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
廊
御
方
は
す
で
に
高
齢
で
こ
れ
ら
の
催
し

に
積

極
的
に
参
加
は
し

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
上
膳
（
上
麗
）
・
近
衛
も
年

齢
の
割
に
（
表2
参
照
）
参
加
は
控
え
め
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
叔
母
・

姪
の
関
係
に
あ
る
二
条
（
南
御
方
）
と
春
日
（二
条
）
は
、
屋
外
・
屋
内
に
か
か

わ
ら
ず
積
極
的
に
参
加
す
る
タ
イ
プ
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
特
に
貞
成
の

妻
で
あ
る
二
条
（
南
御
方
）
は
双
六
が
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
参
加
回
数
も
多
い

が
、
調
べ
て
み
る
と
二

四
回
の
う
ち
八
回
ほ
ど
勝
っ
て
お
り
、
皇
子
女
・
侍

臣
・
女
房
が
左
右
二
手
に
分
か
れ
て

双
六
を
行
う
時
は
、

一
方
を
貞
成
が

も
う
一
方
を
彼
女
が
「
頭
」
を
勤
め

る
こ
と
も
あ
り
一
永
享
六
・
五

と四
もて

度そ
や々の

三際
たE 夫

かを
な；貝

りか
勝せ
気る
でこ

か快
活

別な
稿さ女
で性
もで
述あ
べっ

たた
よの
うで
にあ

ろ
南う

御
方
は
貞
成
の
お
供
で
御
所
近
辺
の

寺
社
な
ど
に
出
か
け
る
ば
か
り
で
な

く
、
頻
繁
に
洛
中
洛
外
の
様
々
な
場

所
に
物
詣
に
出
か
け
て
お
り

ら
か
と
い
う
と
出
不
精
の
貞
成
に
比

ベ
て
ア
ウ
ト
ド
ア
派
の
女
性
で
あ
っ

た
。
庭
回
経
有
の
娘
で
あ
る
こ
の
女

性
は
、
叔
母
が
栄
仁
親
王
の
母
で
崇

光
院
の
典
侍
、
晩
年
杉
殿
と
呼
ば
れ

た
女
性
で
あ
り
、
崇
光
院
や
そ
の
家

族
・
廷
臣
た
ち
と
と
も
に
早
く
か
ら

伏
見
に
来
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ ど

ち

伏見宮家の女房たちと遊宴

\\\ 在職
屋外 屋内

猿楽見物 備 考
年数 乗船会野遊び 見物その他 双六文字合貝覆 香

対御方（東御方） 2 1 年 4 IO 8 11 7 2 4 晩年の 3 年聞は室町殿に奉仕

近衛（廊御方） IO年 。 。 3 。 。 。

今上臆（上臆） 1 4年 3 6 4 3 4 4 2 

二条（南御方） 22年 7 14 8 20 24 4 2 

春日（一条） 19年 5 9 日 11 14 3 4 3 

近衛（一条） 1 2年 3 4 7 4 2 

右衛門督 9 年 2 4 2 2 。 。 。

新中納言 6 年 。 。 3 。 。 。 。

賀々（御乳人） 22年 3 4 IO 7 。 。 。
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表 4



も
し
か
し
た
ら
伏
見
で
生
れ
育
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

女
房
た
ち
は
別
に
遊
ん
で
ば
か
り
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
宮
家
の
年
中
・
臨

時
の
行
事
に
男
性
の
侍
臣
と
共
に
勤
め
る
べ
き
所
役
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
例

え
ば
貞
成
の
皇
子
女
の
髪
置
や
「
深
努
（
深
曾
木
）
」
・
魚
味
な
ど
の
通
過
儀
礼

の
所
役
は
基
本
的
に
男
性
の
侍
臣
、
特
に
田
向
家
の
者
が
勤
め
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
『
日
記
』
を
見
る
限
り
、
女
房
の
所
役
は
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
こ
の
点
、
次
の
史
料
⑤
は
様
々
な
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
興
味

深
し
。

⑤ 

「
今
夜
節
分
也
、
：
・

抑
鬼
大
豆
打
事
、
近
年
重
有
朝
臣
無
レ
何
打
レ
之
、
伺

年
一
近
例
一
可
レ
打
之
由
仰
之
処
、
強
非
下
可
一
動
仕
－事
上
、
必
所
役
之
様
被ニ

伸
下
一
由
申
、
有
－一
腹
立
之
気
一
、
御
所
侍
所
役
也
、
可
レ
被
レ
仰
之
由
申
、

先
例
不
審
之
問
、
廊
御
方
尋
レ
之
、
常
御
所
・
御
学
問
所
・
御
湯
殿
上
ハ

薗）

女
房
〔
小
上
臆
〕
打
レ
之
、
御
所
中
ハ
御
所
侍
〔
御
所
預
〕
為
ニ所
役
一
打
レ

室町時代の女房について（松

之
、
勿
論
也
、
常
御
所
御
所
侍
打
事
先
例
不ニ聞
及
一云
々
、
此
旨
重
有
朝

臣
仰
レ
之
間
間
（
閉
）
口
、
常
御
所
許
打
レ
之
、
自
余
所
々
御
所
侍
打
レ
之
、

向
後
女
房
可
レ
令
レ
打
也
、
自
今
以
後
為
二
存
知
二記
レ
之
」
（
応
永
三
二
・7

!\ 
節
分
の
豆
ま
き
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
近
年
庭
田
重
有
が
担
当
し
て
い

た
が
、
今
年
に
な
っ
て
豆
ま
き
は
自
分
の
よ
う
な
殿
上
人
の
所
役
で
は
な
く
、

御
所
侍
が
行
う
べ
き
だ
と
腹
を
立
て
た
。
そ
こ
で
先
例
を
確
認
し
て
み
よ
う
と

廊
御
方
に
尋
ね
て
み
た
ら
、
「
常
御
所

御
学
問
所
・
御
湯
殿
上
」
は
小
上
臆
の

女
房
が
担
当
し

そ
の
他
の
御
所
内
は

御
所
侍
の
所
役
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ

し
常
御
所
を
御
所
侍
が
ま
く
と
い
う
先

例
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
重
有
は
押
し
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。

結
局
、
重
有
は
常
御
所
を
担
当
し

れ
以
外
は
御
所
侍
が
ま
く
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
が
、
先
例
で
は
女
房
が
ま
く
べ

き
な
の
で
、

」
れ
か
ら
は
そ
の
よ
う
に

変
更
し
よ
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

女
房
の
手
が
足
ら
な
い
の
で
い
つ
の

聞
に
か
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か

そ
れ
と
も
他
に
理
由
が
あ
る
の
か
わ
か

ら
な
い
が
、
本
来
女
房
の
所
役
で
あ
っ

た
も
の
が

い
つ
の
間
に
か
男
性
の
侍

臣
が
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い そ

正月歯固の陪膳

年 日 階膳役名 備考

応永27年 6 日 田向長資 応永期のこの年次以外は儀式が行われたことのみ記す。

永享 4 年 2 日 庭田重有 「役送行資」

永享 5年 7 日 田向長資

永享 6 年 4 日 近衛 「御別物〔為久調進〕」

永享 7年 4 日 庭田重有

永享 8年 つ （記事なし） 尽都移住直後で日記に書き忘れたか。

永字 9年 2 日 近衛

永享10年 2 日 春日 「御刷物〔為久調進〕J

永享13年 7 日 春日

嘉吉 3 年 2 日 一条（苅春日、同日改名） 「御前物〔為久調進〕」

表 5

た
。
表
5

に
見
え
る
よ
う
に
、
正
月
の
歯
固
の
儀
の
陪
膳
も
、
応
永
期
に
は
記
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事
が
簡
略
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
大
体
田
向
長
資
や
庭
田
重
有
が
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担
当
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
永
享
六
年
か
ら
上
臆
の
女
房
（
近
衛
・

春
日
）

の
担
当
に
変
更
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
表2
に
見
え
る
よ

う
に
女
房
た
ち
の
世

人間文化

代
交
代
が
進
ん
だ
こ
と
、
庭
田重
有
や
田
向
長
資
の
官
位
が
上
昇
し
、
内
裏
の

公
事
や
替
市
裏
小
番
へ
の参
仕
な
ど
多
忙
に
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
理
由
で
あ

ろ
う
か
。

宮
家
へ
来
客
が
あ
っ
た
場
合
、
貞
成
に
侍
し

て
、
時
に
貞
成
に
代
わ
っ
て
接

客
す
る
こ
と
も
彼
女
ら
の
職務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
身
分
の
高
い
客

の
場
合
、
貞
成
へ
の
取
次
を
行
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
る
が
、『
日
記
』
に
「
見

参
」
と
表
記
さ
れ
て
現
れ
る
事
例
は
、
来
客
者
が
彼
女
ら
の
何
ら
か
の
関
係
者

で
あ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
来
客
者
自
体
が
彼
女
ら
の
縁
を
通
じ
て
貞

成
に
面
会
を
求
め
て
い
る
場
合
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
東
御
方
・
廊
御
方
が
対
面
し
た
円
光
院
法
印
尭
範
は
、
貞
成
は
初

め
て
対
面
し
た
が
、
彼
女
ら
は
「
自
レ
元
智
人」
で
あ
っ
た
。
東
御
方
の
場
合
、

三
条
西
公
艇
・
二
一
条
実
雅
（
永
享
五
・

一
－
一O
）
・
三
条
実
勝
（
実
益
）

な
ど
実

家
の
三
条
家
の
関
係
者
が
来
訪
し
た
際
に
は
、
「見
参
」
し
二
献
」

で
も
て

な
す
場
合
が
多
い
。

永
享
期
に
な
る
と
、
「
正
室
」

的
な
立
場
で
接
客
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
南

て御
限方
ら（
れ応
て要

;, ii 
彼き
女 で

fit ~ 
包が
相、

理応
口、

争議
善 2
＇＋：＂け
よι る

昔接
盟会 Z
亨己主
娘苧

は
藷極
ー め

皇
女
）
が
入
室
し
て
い
る
入
江
殿
の
尼
で
東
御
方
の
妹
と
い
う
円
修
房
と
い
う

尼
が
、
そ
の
娘
を
迎
え
に
来
た
の
で
「
見
参
」
し
た
と
い
う
記
事
（
応
永
三
一
・
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九
・
二
六
）
が
見
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。

ま
た

」
の
よ
う
な
関
係
者
以
外
の
来
客
で、

女
房
が
「
見
参
」
し
て
い
る

相
手
に
は
尼
の
場
合
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
男
性
の
僧
以
上
に貴
顕
の
邸
内

に
出
入
り
し
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
時
代
の
尼
た
ち
は
使
者
と
し
て
し
ば

し

ば
貴
顕
の
「
家
」
聞
を
往
来
す
る
。
宮
家
に
も
多
く
来
訪
す
るそ
う

し

た
女

性
客
に
は
、
女
性
た
ち
が
応
対
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
四
）里
下
り

女
房
た
ち
は

、

実
家
と
の
関
係
を
保
っ
た
ま
ま
宮
家
に
出
仕
し
て
お
り
、
前

述
し
た
よ
う
に
実
家
の
関
係
者
が
訪
れ
て
く
る
こ
と
も

あ
れ
ば

、

時
折
、
所
用

で
里
に
戻
り
、
何
日
間
か
「
皇
居
」す
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
宮
家
の
女
房
で
は

中
臆
以
上
の
女
房
に
そ
の
よ
う
な
里
下
り
の
記
事
が
見
え
て
お
り
、そ
れ
ら
を

女
房
別
に
整
理
し
た
も
の
が
、
表
6

で
あ
る
。

南
御
方
や
春
日
が
見
え
な
い

の
は
、
実
家
の
庭
田
家
が
宮
家
の
御
所
の
隣

で
、
日
常
的
に
出
入
り
が
あ
る
の
で
書
く

こ
と
も
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

宮
家
が
伏
見
か
ら
京
都
へ
移
転
し
た
際
も
、
庭
田
家
は
宮
家
の
近
辺
に
屋
敷
を

も
ら

っ
て
移
転
す
る
の
で
状
況
は
そ
れ
程
変
わ
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
近

衛
の
実
家
田
向
家
も
同
様
で
あ
る
が

、

永
享
四
年
は
病
気
で
長
期
に
わ
た
っ
た

こ
と
、
永
享
八
年
・
同

一
O
年
の
場
合
は
、
里
下
り
と
い
う
よ
り
は
、

離
れ
て

暮
ら
す
両
都
に
会
い
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
体
、
里
下
り
の
理由
と
し
て
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女房の里下り

女房名（出自） 年月日 帰参 理由 t簡 考

応永25,6 ,21 7 ,IO 法事 「ニ条故内府入選〔公堂公〕十ニ廻、来－jJ!!.';I 日也」

応永32, 2 ,16 2,25 法事 「亡母州ニ廻為仏事玄々」

東御方
永字 4 , 2 ,12 2 ,17 法事 南御方・春日・ 御手L人等とともに室町殿浬繋講聴聞

（三条家）
永享 4 ,10,13 10,20 法事 「北野御経聴問、以次二条へ被出、暫可被逗留五々」

永字 5 , 8 ,9 8,28 法事 「数日里居活計敗、自去比脚気発、起U居不合期、於三条医師対面、服良薬、減気也」（ 8,28) 

永享 6, 2, I 3,24 室町殿へ参向
「南御方 ・ 春日帰参、 一昨夜室町殿参、 ··· Ji:七間活計之式被語、
東御方三条へ行、可逗留云々 」

上勝 応永29, 4 ,14 4 ,19 つ 「溜遁出店王有何事乎」
（摂家一条家庶家） 応永32,10, 1 4 10,28 つ 「上腿里へ被出、 暫可逗留玄々」

永字 4,9,9 つ 9,27 病気 「近衛局数日皇居、 違例本復之問帰参」 （ 9 ,27) 

近衛
永享 8 , 3,5 3,8 父・母との面会

「近衛伏見へ下、別宰相密々上洛五々、為見参欺』（3, 5 ）「近
（回向家） 衛帰参、両三日八幡留云々 ー 」（ 3, 8) 

永享IO, 2, I 2,2 母との面会 「近衛局八幡参〔老母里可留玄々〕」
永享 6, 6 ,I l 7,7 つ 「当年未出」

右衛門督
永享 7, 6 ,26 7,4 つ

「東御方室町殿へ帰参、 右衛門督里へ出、東御方伴申、永基
（冷泉家） 朝臣宿所へ東御方入申云々、 ・」

嘉吉 3 ,6 ，つ 12,13 病気 「自去六月依違例皇居、本復之問参」 (12, 1 3)

永享 8 ，つ，つ 4 ,13 つ 「此間皇居、帰参」

永享 8 ,12,13 12,20 つ
「新中納言帰参、飛鳥井先日渡御無為殊快然五々、御贈物折
紙一見、重宝済々驚白了J (12,13) 

新中納言
永享 9 , 5 ,25 5,25 つ 親類の死

「抑飛鳥井中納百妻、 今夕頓死五々、新中納言俄告之問里罷出、 未無触誠之儀云守、
（飛鳥井家） I帰参、自今朝有違例、晩景死去云守、不便有身、飛鳥:11：ハ不可触械、雅親他所へ出云守」

永享 9, 7 , 1 2 つ 弔問

永享IO, 7 ,14 7 ,15 連絡 7 , 1 4「明日御法楽延否、飛鳥井ニ相尋」 ・ 7 ,15「御歌明日E々、 詠草則遺之」

永享10,9,25 内々の依頼 「文永一年禅林寺殿七夕七百首有不審事、 若有御本者、 可申出之由申」

表 6

は
、

近
親
者
の
法
事
や
自
身
の
病
気
に
よ
る
療
養
な
ど
が多
か
っ
た
よ
う

で
あ

る
が
、
飛
鳥
井
家
出
身
の
新中
納
言
の
場
合
、
和
歌
関
係
の
用
事
で
貞
成
と
実

家
と
の
連
絡
を
兼
ね
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
里
」
に
は
、
女
房
た
ち
の
実
家
以
外
に
次
の
よ
う
な
場
合
も
あっ
た
。

応
永
期
に
は
女
官
か
つ
宮
家
の
皇
子
女
の
乳
母
を
勤
め
て
い
た
賀
々
は

、

後

花
園
天
皇
践
酢
と
共
に
内
裏
の
御
乳
人
と
し
て
宮
家
と
兼
参
し
、
両
者
の
連
絡

係
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。
伏
見
の
地
下
の
出
身
ら
し
い
彼
女
は
、
宮
家
京
都

移
住
と
共
に
宮
家
内
部
に
局
を
も
ら
っ
て
い
た
州
、
実
家
と
遠
く
離
れ
る
こ
と

に
な
り
、

次
の
史
料
⑥
a

の
よ
う
に
内
裏
の
援
助
を
得
て
御
所
の
近
辺
に
新
た

に
「
里
」
を
設
け
るこ
と
に
し
た

。

⑥ 
a 
「
御
乳
人
里
を
儲
、
一
条
辺
家
買
得云
々
、
内
裏
御
助
成
被
レ下
云
々
」
（
永

享
九
・
一
・
二
六

b

「
御
乳
人
里、

今
夜
移
住
云
々
、
珍
重
也
、
但
茂
成
朝
臣
暫
預
云
々
」
（
向

九
・
三
・

四
）

c 

「
：
・
抑
｛
内
裏
｝
御
乳
人
以
外
違
例
之
問
、
宿
へ
退
出
、
近
日
風
気
恐
怖

無
レ
極
、
早
速
本
復
念
願
、
女
宮
〔
い
と
〕
違
例
退
出
、
芳
計
会
也
：

・
」
（
嘉

吉
一
・
五
・

二
六

d

「
将
亦
御
乳
人事
、
在
家
比
興
之
在
所
ニ
寄
宿
不
レ
可
レ
然
、禁
裏
為
ニ
御

乳
人
一外
聞
実
儀
不
レ
可
レ
然
事
也
、
念
可
レ
易
レ
宿
之
由
被

－一仰
下
＼
伯
宿
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近
辺
相
尋
、
さ

り
ぬ
へ
き
所
あ
れ
と
も
、
方
角
悪
之
間
不
レ
可
レ
叶
、
高
月
周
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章
也
、
御
返
事
先
尋
試
之
由
申
入
」
（
嘉
吉
了
五
・
二
八

こ
の
場
合
の
里
は
、
史
料
⑥c
に
は
「
宿
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
彼
女
に
と
っ

人間文化

て
は
待
機
場
所
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
史
料
⑥d
に
見
え
る
よ

う
に
流
行
り
病
で
里
下
り
し
た
際
に
「
在
家
比
興
之
在
所
」

で
内
裏
の
御
乳
人

と
の
住
ま
い
と
し
て
は
外
聞
が
悪
い
と
批
判
が
出
て
、
然
る
べ
き
場
所
を
探
し

た
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
結
局
、
医
師
の
和
気
茂
成
の
宿
所
を
借
り
る
こ

と
に
な
っ
た
（
嘉
吉

一
・
五
・
三
O
）
。
他
の
伏
見
か
ら
連
れ
て
行
っ
た
下
級
の

女
房
た
ち
も
こ
の
よ
う
な
「
宿
」
的
な
「
里
」
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

第
三
章

女
房
の
採
用
と
改
名

（
二
女
房
の
採
用

次
に
中
臆
の
女
房
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
表
l

の

中
臆
を
部
分
を
見
て
い
た
だ
く
明
ら
か
な
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
数
は
少
な
く
、

特
に
応
永
期
に
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
宮
家
が
経
済
的
に

不
如
意
で
、
な
か
な
か
雇
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

表
7

は
、
『
日
記
』
に
見
え
る
宮
家
の
女
房
採
用
の
状
況
を
編
年
に
追
っ
て

み
た
も
の
で
あ
る
が
、
応
永
期
に
お
い
て
は
、
庭
田
重
有
の
娘
を
採
用
し
て
い

る
が
（
表
7

の
I

）
、
七
歳
で
あ
り
上
膳
女
房
見
習
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ

ぅ
。
恐
ら
く
叔
母
の
二
条
（
後
の
南
御
方
）
の
も
と
で

、

い
ま
だ
行
儀
作
法
を

し
つ
け
ら
れ
て
い
た
レ
ベ
ル
と
思
わ
れ
る
。

表
7

の
2

及
び
次
の
史
料
⑦
a

に
見
え
る
よ
う
に
、
応
永
二
六
年
二
月
、
「
宮
158 

つ
ま
り
宮
家
の
女
房
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
田
向
経
良
の
妻
で

（
鴻
）

芝
殿
と
よ
ば
れ
る
女
性
の
仲
介
に
よ
り
、
「
高
土
佐
守
」
の
親
類
の
一
四
歳
の

中
無
人
」

少
女
を
「
御
下
」
と
し
て
雇
用
し
た
。
彼
女
は
「
御
下
」
と
さ
れ
る
が
、
表2

の
応
永
二
七
年

一
月

一
日

の
項
で
「
小
今
参
」
と
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
他
の
上

臆
の
女
房
の
後
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
、
下
胞
で
は
な
く
中
膳
あ
た
り
に
ラ

ン
ク
さ
れ
る
女
房
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦ 
a 

「
A
7参
小
女
〔
十
四
歳
〕
初
参
、
宮
中
無
人
之
間
三
位
挙
申
、
芝
殿
召
具

参
、
高
土
佐
守
親
類
云
々
、
為
ニ
御
下
－召
仕
之
」
（
応
永二
六
・
二
・

二
九
）

b

「
抑
小
今
参
今
日
退
出
〔
去
年
初
参
〕
、
此
事
依－一計
会
一
、
扶
持
不ニ
甲
斐
一

之
問
、
母
来
片
時
可
二
見
参
－之
由
申
、
茸
（
ま
〉
逐
電
了
、
宮
中
就
二
関
乏一

退
出
之
問
、
無
力
次
第
也
」
（
応
永
二
七
・
六
・
九
）

と
こ
ろ
が
そ
の
翌
年
、
史
料
⑦b
に
見
え
る
よ
う
に
、
突
然
退
出
し
て
し
ま
っ

た
。
何
故
か
と
い
う
と
「
扶
持
不
ニ
甲
斐
一
之
間
」
つ
ま
り
「
扶
持
」
（
給
料
）

に
不
満
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
母
が
来
た
の
で
ち
ょ
っ
と
会
い
に
行
く
と
言
っ
て

そ
の
ま
ま
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
宮
家
の
「
闘
乏
」
（
経
済
的
困

難
）
が
理
由
で
は
貞
成
も
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
と
嘆
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
中
臆
以
上
の
女
房
を
雇
お
う
に
も
経
済
的
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の

が
応
永
期
の
宮
家
の
実
情
で
あ
っ
た
。



薗）室町時代の女房について（松

女房・女官の採用

F三 女房名 ランク（所属） 出自（年齢） 採用年齢 仲介者 初参日次 備 考

l 春日 上腿 庭田重有女 7歳 貞成の所望 応永25,12,26 後に二条と改名。

応永27, 6, 9 退出。 宮家の「閥乏」によか 経

2 小今参 中臆
「高土佐

14歳 芝殿 応永26,2,29
済的に満足に震えず、母親にちょっと会い

守親類」 に行 くと 出かけてそのまま戻ってこなかっ

たという。

3 小督
下腿

「但馬庁娘」？
麗首座

永享 3 ,ll,14 
小川重氏（庭田青侍） と密通、懐妊し逐電

（南御方局女） （真乗寺） （永享 7,4 ,28）。

4 今参 中！偽
五辻教仲女 つ

兄の重十I• ワ
永事 4, I ,22 永享 6 年 7 月「局之気ニ遠」い退出

－ 重仲妹 以前 （永事 6, 8 , JO）。

5 右衛門督 中勝 冷泉永基女 20歳 内裏御乳人 永享 4 , 2 ,19 
父母の懇望によ り「宮司1計会」であったが出
仕を許す。

6 めこ
下腿

つ つ 惣得庵 永享 4 ,12, 7 
（女官）

春日の異腹姉妹、 「禁裏姫宮御かいしゃく」

上腿
父親 として召し置く。

7 新大納言
（禁裏姫宮付）

庭田重有女 15歳 もしくは 永享 6 ,12,26 永享 7年まで小今参と よばれ、同 8年に入つ
南御方つ て「あちゃ（阿茶） J とよばれるようになり 、 嘉

吉 3年、新大納言と名付けられた。

8 つ
下腿

つ 岡殿 永享 7, 5 ,16 南御方局女、 「老女」（南御方局女） つ
「中勝若女也」（永享 7, 5 ,25) 
「｜日冬J より退出を希望、 9年も祇候し「心操

9 中将
下腿

「越前者」つ 光照院上臆 永享 7, 5 ,25 
神妙」な女性だったので慰留してきたが里の

（南御方局女） 舎兄も強く言ってきたので退出を認めるも

（嘉吉 3,4,3 ）、 「快賢」の所行であったこ と
が判明（ 4,4 ）。

飛鳥井雅世
宗西堂 権中納言飛鳥井雅世の「舎弟」 (lo, I r田舎ニ

10 新中納言 上鴻
の弟の娘

20歳 つ 〔飛鳥井 永享 7, 6 ,14 下向為武家人J ） の娘（永享 7, 6 , 1 4） 。
親類〕 10, I 新中納言と名付ける。貞常の女房と兼任。

中鵬
永享10, 11,28まで「小今」と見える女性が、同

II 新大夫
（御下）

和気茂成女 I l歳 父茂成 永享 7 ,12,24 I l ・ 1 2年の聞に「新大夫」という女房名を与
えられものと考えられる。

1 2 つ 上腿
久我前内府つ

隆富 永享 8,5, 8
貞成は「半領状」するも、西雲庵と相談した

（清通） 女 とこ ろ、 父親が「公方御意不快」により却下。

入江殿方丈により推薦（永享 9 , 1 2, 1 2）、 参仕
入江殿方丈 の日時勘申 (1 2 , 1 9）、 12 ,29初参。翌年、 二条

13 二条 上臆 橋本実郷女つ （崇光院 永享9,12,29 と命名（永享10, I , 29）し たが、 6 ,29に「下

皇女） 御所前御霊祇候」が判明、「公方閲」然るべか
らずということで退出させた。

表 7

表
ー

に
明
ら
か
な
よ
う
に

、

応
永
二
四
年

二
月
、
兄
治
仁
王
の
急
逝
に
よ
っ
て
宮
家
を

継
い
だ
際
に

父
の
仕
女
（
狭
義

さ
ら

に
兄
の
仕
女
の
今
上
臆
（
後、
上
臆
）
も
合

め
て
宮
家
の
女
房
た
ち
を
引
き
継
い
だ
。

兄

の
相
続
の
際
も
そ
う
で

あ
っ
た
が

、

『
日

記
』

を
見
る
限
り
誰
一
人
入
れ
替
え
が
あ
っ
た
訳

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

。
彼
は
兄
治
仁

の
猶
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
ら
し
い
が

あ

く
ま
で
兄
に
何
か
が
あ
っ
た
場
合
の
ピ
ン
チ

ヒ

ッ
タ
ー

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
治
仁
に
男
子

が
生
ま

れ
れ
ば
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
立

場
で
あ

っ
た
。
実
際
、
治
仁
が
急
逝
直
後

、

彼
の
収
骨
の
日
に
懐
妊
し
て
い
た
治
仁
仕
女

の
今
上
臆
が
産
ん
だ
三
人
目
の
子
が
女
子
で

あ

っ
た
た
め

（
応
永
二
四
・二
・

一
七
）、

ゃ
っ

と

宮
家
継
承
が
確
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
時
す
で
に
四
六
歳
で
本
来
継
ぐ
べ
き
立
場

で
な
か
っ
た
こ

と

を
自
覚
し
て
い
た
貞
成
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は
、
旧
臣

・
旧
仕
女
た
ち
に
気
を
使
っ
て
何
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か
と
前
代
の
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
心
掛
け
て
い
た
よ
う
で
、
女
房
た
ち
も
応

永
期
は
前
代
の
体
制
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
よ
う
と
し
た
ら

し
い
。

人間文化

彦
仁
即
位
後
の
永
享
期
に
入
っ
て
も
宮
家
の
経
済
状
態
は
相
変
わ
ら
ず
苦
し

か
っ
た
の
か
、
女
房
の
採
用
は
控
え
ら
れ
て
い
た
が
、
表
7

の
4

に
見
え
る
よ

う
に
、
永
享
四
年
正
月
二
二
日
条
以
前
に
一
人
中
膳
の
女
房
が
採
用
さ
れ
て
い

た
。

五
辻
教
仲
の
女
で
、
兄
重
仲
（
永
享
五
・
一
・一
三
）
も
宮
家
の
近
臣
の

一

人
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
縁
で
採
用
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
彼
女
に

は
も
う
一
つ
正
式
採
用
に
障
措
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

A
7参

の
ま
ま
二
年
以
上
が
た
ち

つ
い
に
永
享
六
年
七
月
に
退
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
「
局
之
気
ニ
違
之
間
」
追
出
さ
れ
た
とあ
り

（永
享
六
・
八
・

一
O
）、

南
御
方
の
機
嫌
を
損
ね
た
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
兄
重
仲
が
し
ば
し
ば

宮
家
を
訪
れ
貞
成
に
詫
び
を
入
れ
復
職
を
願
い
、
貞
成
も
南
御
方
に
と
り
な
し

つ
い
に
南
御
方
の
承
諾
を
得
ら
れ
ず
、
復
職
は
な
ら
な
か
っ
た
。
女
房

た
が

採
用
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
南
御
方
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ

と
が
窺
わ
れ
る
記
事
の
一
つ
で
あ
る
。

表
7

の
5

に
見
え
る
よ
う
に
、
永
享
四
年
二
月
、
や
は
り
宮
家
の
近
臣
の

一

人
冷
泉
永
基
の
娘
が
、
貞
成
は
「
宮
中
計
会
」な
の
で
渋
っ
た
の
だ
が
、
「
父

母
」
の
懇
望
に
負
け
て
中
臆
の
女

一房
と
し
て
採
用
さ
れ
た

（永
享
四
・

二
・
一
九
）
0

す
で
に
五
辻
重
仲
の
妹
が
今
参
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
、
し
ば
ら
く
は
今
々
参

と
よ
ば
れ
、
永
享
五
年
一月
一
日
、
右
衛
門
督
と
命
名
さ
れ
た
。
永
基
の
実
父

正
永
も
宮
家
に
親
し
く
仕
え
、
永基
の
妻
（
恐
ら
く
右
衛
門
督
の
母
で
あ
ろ
う
）
「
あ
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ち
ゃ
」
も
昔
、
宮家
の
女
官
だ
っ
た
女
性
で
あ
る
（
永
享
三
・

一
・

二
四
）
。

以
上
の
二
人
に
貞
成
の
重
臣
庭
田
重
有
の
娘
（
後
の
新
大
納
言
）
を
加
え
、

永
享
四
年
1

六
年
の
聞
に
中
璃
以
上
の
女
房
を
続
け
て
採
用
し
て
い
る
が
、
主

と
し
て

宮
家
の
近
臣
の
娘
や
姉
妹
で
あ
り

」
れ
ら
は
宮
家
側
よ
り
も
提
供
す

る
近
臣
側
に
主
体
性
が
感
じ
ら
れ
る
。宮
家
の
経
済
状
態
も
熟
知
し

た
上
で
、

彦
仁
の
即
位
ば
か
り
で
な
く
将
軍
義
教
の
宮
家
へ
の
好
意
を
察
知
し

た
上
で
、

宮
家
と
の
紐
帯
を
さ
ら
に
深
め
、
そ
の
将
来
に
自

ら
の
将
来
を
託
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

表
7

に
見
え
る
よ
う
に
、
永
享
七
年
以
降
も
毎
年
女
房
を
採
用
し
て
い
く
が
、

上
臆
の
女
房
に
つ
い
て
は
宮
家
に
身
近
な
人
々
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
囲
な
女

性
が
紹
介
さ
れ
て
く
る
よ

う
に
な
り
、
こ
れ
は
宮
家
の
公
家
社
会
に
お
け
る
ス

テ
1

タ
ス
が
上
昇
し
、

そ
の
経
済
状
態
も
い
さ
さ
か
改
善
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
定
着
率
は
低
下
し
て
い
る
よ
う
で
、
特
に
永
享
八

年
以
降
、
京
都
に
移
住
し
「
公
方
L

義
教
の
近
く
に
住
む
よ
う
に
な
る
と

、
そ

の
意
向
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
、
ず
、
採
用
条
件
が
厳
し

く
な
っ
た
こ
と
が
反
映
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
下
膳
に
つ
い
て
は
尼
寺
の
仲
介
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
こ
と

が
多
い

ょ

う
で
、
当
時
の
尼
寺
の
社
会
的
機
能
を
示
し
て

お
り
興
味
深
い
。
当
時
の
尼

寺
に
は
出
家
し
た
女
性
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
所
縁
で
多
く
の
女
性
が
出



入
り
し
て
、
彼
女
ら
に
含
ま
れ
る
求
職
者
を
把
握
し
て
お
り

一方
で
尼
た
ち

は
貴
顕
の
邸
宅
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
、そ
こ
で
の
採
用
情
報
も
入
手
し
や
す

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（二
）
女
房
の
改
名

宮
家
を
含
め
内
裏
や
院
御
所
、
室
町
殿
や
摂
関
家
の
御
所
な
ど
で
は
女
房
た

ち
の
名
を
、
例
え
ば
主
人
の
子
を
産
ん
だ
り
、
年
齢
的
に
上
が
っ
て
き
た
り
す

る
と
折
を
見
て
改
名
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
名
を
与
え
る
か
に

よ
っ
て
そ
の
女
房
へ
の
待
遇
、
言
い
換
え
れ
ば
主
人
の
意
志
を
読
み
取
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

貞
成
も
宮
家
継
承
後
、
『
日
記
』
の
記
事
を
見
る
限
り
、
応
永
二
六
年
・
正

長
元
年
頃
、
そ
し
て
嘉
吉
三
年
と
三
度
に
わ
た
っ
て
女
房
た
ち
を
ま
と
め
て
改

名
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
表
一
で
も
各
女
房
ご
と
に
備
考
欄
で
示
し

薗）

p
e
A
f

、

た
カ

そ
れ
ら
を
三
回
の
改
名
ご
と
に
整
理
し
た
も
の
が
表8
で
あ
る
。

室町時代の女房について（松

⑧ 

「
抑
女
中
名
事
、
菊
第・
前
源
宰
相
・
三
位
・
源
朝
臣
等
申
談
、
今
日
治
定
、

対
御
方
、
東
御
方
と
付
レ
之
、
近
衛
局
、
廊
御
方
と
付
レ
之
、
今
参
〔
故
経

有
朝
臣
息
〕
、
二
条
と
付
レ
之
、
以
二
二
一
位
面
々
示
レ
之
、
近
衛
御
方
名
事
、

頗
過
分
也
、
然
而
多
年
奉
公
及
ニ二
代
一
、
宮
中
申
沙
汰
忠
労
難
レ
謝
之
冊

如
レ
此
付
了
、
且
面
々
意
見
同
心
之
問
治
定
了
、A
7参
、
大
通
院
御
傍
人

之
問
、
上
膳
名
付
之
、
今
上
臆
ハ
只
上
臆
と
申
」
（
応
永
二
六
・
一
。

史
料
⑧
は
、
第
一
回
目
の
応
永
二
六
年
の
改
名
を
示
す
記
事
で
あ
る
。
こ
の

年
は
、
貞
成
が
宮
家
を
相
続
し
、
そ
れ
に
伴
う
様
々
な
諸
事
が
や
っ
と
落
ち
着

い
た
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
特
に
近
衛
を
廊
御
方
と
改
め
た
こ
と
に
つ
い

中
申
沙
汰
」

て
は
「
頗
過
分
」
と
あ
る
よ
う
に
、
多
年
の
奉
公
と
彼
女
が
担
っ
て
き
た
「
宮

の
「
忠
労
」
を
ね
ぎ
ら
つ
た
も
の
で
、
前
代
の
女
房
た
ち
を
厚
く

ぅ
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
・
縁
戚
へ
の
配
慮

遇
す
る
こ
と
で
旧
体
制
の
維
持
を
貞
成
が
内
外
に
表
明
し
た
と
評
価
で
き
よ

を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
「
対
」
御
方
か
ら
「
東
」
御

方
と
改
め
た
の
も
一
種
の
格
上
げ
と
推
測
さ
れ
、
同
じ

文
脈
で
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

第
二
回
の
改
名
は
、
廊
御
方
よ
り
「
宮
中
家
務
職
」

後
述
）
を
継
承
し
た
二
条
（
南
御
方
）
が
、
宮
家
女
房

の
中
枢
に
据
え
ら
れ
、
春
日
・
内
裏
御
乳
人
母
娘
が
彼

女
を
補
佐
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
も
の
で
、
恐
ら
く

正
長
元
年
七
月
の
後
花
園
天
皇
践
酢
の
前
後
に
行
わ
れ

た
も
の
と
推
測
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
改
名
の
際
、
何
故
、
二
条
は
南
御
方

と
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
女
房
官
し
な
の
事
』
に
は
、
「
む
き
む
き
の
名
の
事

／
北
・
東
御
方
は
上
な
り
、
南
・
西
は
酬
明
方
角
に
て
は

を
と
り
た
る
也
」
と
あ
り
、
北
・
東
の
御
方
の
方
が
南

伏見宮家における女房の改名
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旧 i 新

一条 （南御方

今参 ！春日
賀々 i 内裏御乳人

表 8

応永26年 (14 19 )

旧 j 新

対御方 i 東御方

近衛 （廊御方
今参 i 二条



第28号

西
よ
り
上
位
に
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
が
、
宮
家
に
お
い
て
す
で
に
「
東
」
御

方
は
埋
ま
っ
て
お
り
、
残
す
は
北
か
南
・
西
で
あ

る
が
、
「北
」
の
場
合
、

人間文化

級
公
家
の
三
条
家
出
身
の
東
御
方
に
対
し
、
中
級
ク
ラ
ス
の
庭
田
家
の
出
で
あ

る
二
条
を
「
北
」
に
す
る
こ
と
に
は
批
判
が
出
る
と
配
慮
し
た
結
果
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
「
西
」
は
貞
成
の
亡
く
な
っ
た
母
の
向
き
名
だ
か
ら
避
け
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
表
2

に
み
え
る
よ
う
に
永
享
期
以
後
の
女
房
の
序
列

は
、
南
御
方
が
筆
頭
と
な
り
、
東
御
方
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

嘉
吉
三
年
の
第
三
回
の
際
に
は
、
庭
田
重
有
の
娘
春
日
に
南
御
方
（
春
日
に

の
元
の
名
前
「
二
条
」
を
与
え
、
後
述
す
る
「
正
室
」
と
し

と
っ
て
は
叔
母
）

て
地
位
に
上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た
南
御
方
の
後
継
者
と
し
て
、
宮
家
女
房
の
束
ね

に
位
置
付
け
、
永
享
六
年
に
一
五
歳
で
出
仕
し
て
い
た
あ
ち
ゃ
（
阿
茶
）
に
は
、

長
年
貞
成
の
右
腕
と
し
て
共
に
苦
労
し
、
永
享
二

一年
に
嘉
じ
た
そ
の
父
庭
田

重
有
へ
の
敬
意
を
表
し
、
そ
の
極
官
で
あ
る
大
納
言
（
内
裏
で
は
筆
頭
典
侍
の
名
）

を
名
と
し
て
与
え
、
庭
田
系
の
優
位
さ
を
表
明
す
る
と
共
に
、
同
年
齢
の
貞
成

の
第
二
皇
子
貞
常
の
室
に
、
と
考
え
て
の
命
名
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
新

大
納
言
は
、
後
に
貞
常
親
王
の
子
邦
高
の
母
と
な
る
庭
田
盈
子
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
重
有
の
死
に
際
し
て
何
ら
か
の
約
束
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
貞
成
が
宮
家
を
継
承
す
る
以
前
の
女

一房
の
編
成
を
推
測
す
る
と
、
正
親
町
三

条
公
秀
の
娘
（
陽
禄
門
院
）
が
光
厳
の
仕
女
と
し
て
崇
光
・
後
光
厳
を
生
ん
だ

こ
と
に
よ
る
影
響
で
あ
ろ
う
、
系
図
①
に
示
す
よ
う
に
正
親町
三
条
系
の
女
性
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上

た
ち
が
宮
家
に
多
く
入
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
貞
成
の
母
西
御
方

（実
胤
女
）
、
宝
珠
庵
（
元
廊
御
方
、
三
条
実
音
女
、
栄
仁
仕
女
、
用
健
母
）
、
東

御
方

（
元
対
御
方
、
三
条
公
庫
旦
女
、
栄
仁
仕
女
、
恵
舜
他
の
母
）
ら
で
あ
り
、
宮
家
の
女
一
房
、

そ
れ
も
仕
女
と
し
て
子
を
な
し
た
重
要
な
地
位
の
女
一
房
た
ち
で
あ
り
、

（
拓
）

他
に
も
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

さ
ら
に

一
方
、
貞
成
が
継
承
し
た
頃
と
い
う
の
は
、そ
う
し
た
三
条
家
系
の
女
房
た

ち
か
ら
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
、
栄
仁
の
母
杉
殿
の
実
家
綾
小
路

流
の
田
向
・
庭
田
家
の
女
性
た
ち
（
系
図
②
参
照
）
と
交
替
し
て
い
く
時
期
に

あ
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
表
l

・
表
2

・
表
7

を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
わ
か
る
よ
う
に
、
応
永
二
三
年
以
降
、
三
条
家
関
係
か
ら
は
女
房
（
特
に
上
臆
）

が
供
給
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
ぼ
綾
小
路
流
に
占
め
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
綾
小
路
流
で
も
庶
流
の
庭
田
家
の
方
が
勢
力
を
拡
大
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
「
正
室
」
的
地
位
に
昇
っ
た
南
御
方
の
影
響
力
と
、
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
田
向
家
が
将
軍
義
教
の
不
興
を
買
い
、
宮
家
の
臣
と
し
て
公
的
な

場
に
出
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
縮
小
佑
し
た

と
は
い
え
、
伏
見
宮
の
後
宮
は
そ
こ
に
関
係
す
る
貴
族
た
ち
の
政
治
的
な
力
の

ぶ
つ
か
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
面
で
い
え
ば
、
永

享
期
以
降
、
庭
田
家
の
勝
利
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
庭
田
家
の
公

家
と
し
て
の
家
格
や
政
治
力
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
上
級
公
家
で
、
特
に
日
野
・



飛
鳥
井
家
な
ど
と
共
に
将
軍
家
と
近
い
存
在
と
し
て
勢
力
の
あ
っ
た
正
親
町
三

条
家
と
の
関
係
が
う
す
ま
っ
た
こ
と
は
、
宮
家
の
政
治
力
の
相
対
的
な
低
下
と

見
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

有
力
公
家
た
ち
に
と
っ
て
、
特
に
応
永二

0
年
代
の
宮
家
は

一
族
の
女
性
を
強
い
て
送
り
込
む
程
の
価
値
が
感
じ
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
南
御
方
を
中
心
と
し
た
庭
田
家

の
女
性
た
ち
の
奮
闘
努
力
は
、
特
に
永
享
期
に
お
い
て
貞
成
と
宮
家
を
よ
く
支

ぇ
、
そ
の
家
の
弱
さ
を
補
っ
て
余
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
四
章

家
務
権

（
一
）
家
務
権
の
継
承

次
の
史
料
⑨
に
見
え
る
よ
う
に
、
応
永
三
二
年
閏
六
月
、
廊
御
加
は
老
齢
の

上
、
脚
気
が
ひ
ど
く
な
り
一
一
歳
の
時
か
ら
六
O
年
以
上
に
わ
た
る
宮
家
で
の

薗）

奉
公
を
辞
め
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
実
は
去
年
か
ら
申
し
出
て
い
た
に
も
か
か

室町時代の女房について（松

わ
ら
ず
、
貞
成
は
「
宮
中
無
人
」

だ
か
ら
と
引
き
と
め
て
き
た
の
だ
が
、
病
気

に
は
勝
て
ず
自
ら
退
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
貞
成
も
事
後
承
認
と
い
う
形
で
認
め

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

⑨ 

「
抑
廊
御
方
近
年
老
屈
脚
気
興
盛
之
問
、
自ニ去
年
－暇
事
被
レ
申
、
宮
中
無

人
芳
以
不
レ
可レ
叶
之
由
申
留
了
、
此
間
脚
気
猶
再
発
之
問
、
今
日
俄
ニ
被
ご

退
出
ヘ
現
病
之
上
さ
の
ミ
難
二
抑
留
－問
、
無
力
暇
を
免
了
、
自ニ
十
一
歳
－

祇
候
、
己
及
一一
六
十
余
年一奉
公
之
労
多
年
余
波
彼
是
離
別
落
涙
了
、
山
田

〔
号ニ
香
雲
庵
一
〕
故
坊
主
之
時
契
約
之
問

、

彼
庵
ニ
被
二
移
住
一、
庵
領
事

御
恩
之
地
事
被
レ
申
、
有
二
子
細
一、
宮
中
家
務
事
二
条
殿
ニ
与
奪
、
毎
事

難
レ
無一元
角
－無
二
其
仁
－間
領
状
、
自
＝
今
日

一則
被
二
申
沙
汰
＼
局
へ
行

、

祝
着
殊
更
有
一
ニ献
ヘ
・
：
」
（
応
永三
一
了
閏
六
・
二
）

史
料
⑨
に
見
え
る
よ
う
に
、
廊
御
方
は
出
仕
を
辞
め
る
に

あ
た

っ

て
、
「
宮

中
家
務
事
」
を二
条
に
与
奪
し
て
い
る
。
こ
の
「
宮
中
家
務
事
」と
い
う

語
は
『
日

記
』
で
は
こ
の
記
事
以
外
に
見
出
す
こ

と
は

で
き
な
い
が
、
宮
家
内
で
女
房
か

ら
女
房
へ
「
与
奪
」

さ
れ
る
よ
う
な
権
限
で
あ
り
（
こ
こ
で
は家
務
権
と
概
念
化

す
る
）
、
当
主
の
貞
成
も
こ
の
記
事
に
見
る
限
り
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
。
宮
家

の
女
房
た
ち
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
問
題
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
研

わ
ず
か
に
脇
田
晴子
氏
が
こ
の

時
代
の
家
政
を
取
り
仕
切
る
女
房
に
つ
い
て
の
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の

究
で
は
そ
の
内
実
を
論
じ
た
も

の
は
少
な
く
、

の
、
そ
の
職
務
に
女
房
奉
書
を
書
くこ
と
が
含
ま
れ
て
い
る

こ

と
、
廊
御
方
の

宮
家
で
の
職
務
内
容
は
内
裏
の
勾
当
内
侍
と
大
差
な
い
も
の
で
、
『
日
記
』
に

見
え
る
廊
御
方
の
事
績
を
ま
と
め
ら
れ
、
「
お
よ
そ
家
政
機
関
の
す
べ
て
を
こ

な
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

す
で
に
本
論
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
廊
御
方
は
上
臆
の
女
房
で
あ
り
、
内
裏
の

勾
当
内
侍
の
よ
う
な
中
臆
ク
ラ
ス
の
女
房
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
脇
田

氏
が
指
摘
す
る
女
房
と
し
て
の
廊
御
方
の
職
務
内
容
は
、
他
の
上
臆
の
女
房
の
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そ
れ
と
そ
れ
程
異
な
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
当
主
の
子
を
儲
け
た
と
い
う



第28号

点
で
は
東
御
方
も
上
膳
も
同
じ
で
あ
り
、
表
2

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
房
の

序
列
と
い
う
点
で
は
東
御
方
が
常
に
上
で
あ
る
。
年
功
序
列
な
ら
東
御方
に
与

人間文化

奪
す
べ
き
で
あ
る
が
、

二
人
飛
ん
で
二
条
に
与
奪
さ
れ
た
の
は
何
故
な
の
か
、

も
う
少
し
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
「
宮
中
家
務
事
」
と
似
た
表
現
と
し

て
、
少
し
後
の
時
代
の
も
の

で

を
実
隆
の
妻
（
勧
修
寺
教
秀

（相
）

女
）
か
ら
嫡
子
公
条
の
妻
（
甘露
寺
元
長
女
）
に
委
譲
す
る
と
い
う
記
事
が
ある
。

あ
る
が
、
『
実
隆
公
記
』
に
見
え
る
「
家
中
事
」

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
後
藤
み
ち
子
氏
が

「
主
婦
権し
と
捉
え
て
詳
細
に
論

（
印
）

じ
ら
れ
て
い
る
が
、
記
事
で

は

「
家
中
事
」
が別
な
箇
所
で
「
家
計
事
」
と

置

き
換
え
ら
れ
て
お
り
、
経
済
的
な
側
面
で
の
性
格
が
強
い
と
思
わ
れ
る
も
の
の

、

そ
の
「
主
婦
権
」
の
内
容
と
し
て
、
連
歌
会
・
和
歌
会
の
経
営
（
茶
菓
の饗
応
・

酒
食
の
接
待
）
、
祖
先
供
養
、
使
用
人
の
給
分
の
分
配
、
食
費
の
運
用
な
ど
を
あ

げ
ら
れ
、
こ
の
時
代
の
公
家
の
家
政
全
般
に
わ
た
っ
て
、
家
長
の
指
示
の
も
と

に
責
任
者
と
し
て
「
家
」
を
取
り
仕
切
る
も
の
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る。

宮
家
の
場
合
、
和
歌
や
連
歌
の
会
、
そ
れ
に
茶
や
粥
で
催
さ
れ
る
順
事

（
食

事
会
の
よ
う
な
も
の
か
）
に
し
て
も
頭
人
を
決
め
、
男
女
問わ
ず
参
加
者
が
交
替

で
担
当
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
辺
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。
宮
家
の
祖

先
供
養
も
崇
光
院
流
天
皇
家
と
し
て
の
そ
れ
は
普
通
の
公
家
の「
家
」
と
規
模

が
異
な
っ
て
お
り
、
宮
家
の
所
領
を
宛
行
わ
れ
た
関
係
の
寺
院
が
行
う
が
、

れ
に
か
か
る
費
用
の
出
納
を
女
房
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
記
事
は
『
日
記』
に

見
え
な
い
。
こ
の
辺
り
の
こ
と
に
つ
い
て
は

、
行
蔵
庵
の
寿
蔵
主
と
い
う
僧
が
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い
ろ
い

ろ
関
わ
っ
て
い
る
記
事
が
『
日
記
』
に
散
見
す
る
。
使
用
人
の
給
分
の

分
配
や
食
費
の
運
用
な
ど
の
日
常
的
な
問
題
は
『
日
記
』
に
ほと
ん
ど
記
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
こ
う
い
う
職
務
が
「
宮
中
家
務

事
」
と
し
て
女
房
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
て
い
た
と

推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う

。
『

日

記
』
に
見
る
限
り
、
廊
御
方
の
関
係
者
と
し
て
宮
家
を
訪
れ
る

者
は
、
芳
徳
庵
（御
子
左
為
定
女
）
・
四条
（
北
畠
）
家
関
係
者
・

「
板
倉入
道

（九

州
探
題
被
官
）」
・
桃
井
（
武
家
近
習・
息
女
を猶
子
）
・
「
筑紫
人
妻
」
・

惣
得
庵
主
・

香
雲
庵
主
（萩
原
殿
侍
女
）
・

宝
厳
院
塔
頭
御
寮
・
宇
治
智
恩
院
隆
守
僧
正
・
安

祥
寺
僧
実
意
な
ど
公
家
か
ら
武
家
ま
で
幅
広
い
階
層
に
わ
た
っ
て
お

り
、
応
永

期
で
は
他
の
女
房
に
類
を
見
な
い
。

彼
女
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
長

年
に
わ
た
っ
て
掌
っ
た
家
務
権
の
職
務
に
由
来
す
る
者
も
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

合
二
家
務
権
の
内
容

女
房
奉
書
の
発
給

廊
御
方
や
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
南
御
方
の
女
房
と
し
て
の
行
動
を
追
っ
て
い

ノ
九
E
Y」
、
以
下
の
よ
う
な
点
が
こ
の
「
宮
中
家
務
事
」
の
内
容
と
し

て
考
え
ら
れ

レ
ヰ
で
つ
。

第
一
に

、

す
で
に
脇
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
女
房
奉
書
の
発
給
が
あ
る
。

そ

表
9

は
、
宮
家
が
女
房
奉
書
を
発
給
し
た
と
確
認
さ
れ
る
記
事
を
編
年
順
に

並
べ
た
も
の
で
あ

る
。
表
9

の
7

・

H

・
ロ
の
よ
う
に
、
「
女
房
奉
書
」
と
い
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伏見宮家発給の女房奉書

囚 年月日 内 万廿ヤ 備 考

l 応永23, 6 ,II 豊原郷秋に伏見荘内「加納芹河一村」を「女房奉書」で安堵。 同時に奉行書下（回向経良）を発給。

2 応永24, 5 '4 薬玉を室II汀殿に献上。「女房奉書』を付す。 少納盲人道常宗が取次。

3 応永24,6,22 広時に伏見荘下司織を「女房奉書」で安堵。 同時に奉行書下（田向経良）を発給。
4 応永24, 7, I 「（ニ木）閥所下地小事御思」を緩小路信俊に「女房奉書Jで安堵。

5 応永24, 10,2 1 良明房に対し、 法安寺住持職について「女房奉書」を賜う。

6 応永24, 1 2,12
御承仕明盛に対し、室町院領武蔵堀池の宮家主日行分につ

明盛は「令旨」を所望。
いて安堵、「女房奉書」を折紙で書き与える。

7 応永26, I ,14 伏見殿年預に庭田重有を補任するにつき、内々「女房奉書」を以て命じる。

8 応永29, 8,29
カ者有犬以下二人が、 崇光院以来代々奉公していること を

同時に綾小路信俊害状を付す。
証明する「御書」を申請してきたので、「女房奉書」で認める。

9 応永32, 7 ,25 
ニ木善理下司名の内、田地一段について訴訟があり、善 「一条殿書奉書〔宮中奉行以後初度〕」
理に「女房奉書」で安堵。善理、小一献を進める。 ※史料

10 永享 3, 4, I 室町殿に岩梨一合進上。「南御方奉書jで「上臆」（三条手子）へ申す。 ※史料

II 永享 3' 4 ,14 
室町殿よ り「蚊帳ー〔赤色〕」を「上臆奉書」で賜 り「南御方
奉哲」で笹II礼を申し上げる。

12 永享 7 ,10,13 
持経が播磨国街別納蹴谷保を知行することを 「女房奉書之
様ニて愚筆」にて安堵。

死去した宝泉の子顕慶が「伏見 F地宝泉知行之分」の安堵を
13 永享 9 '4 ,16 申請。 「折紙（五百疋〕・極等」を持参、 南御方へも折紙〔三百

疋〕を献じてきたので「女房奉書、源宰相書下了」にて安堵。

14 永享 9 ,IQ, 7 
宝泉の子顕慶が坊号を宝泉としたいこと を申請、 許可を

「女房奉書源宰相ニ被仰」。

15 永享10, 4 ,29 
近江田無着院という比丘尼崎住持が南御方の御祈願所にしてもらいたいこ とを 同時に「源中納言（庭田重有）状」を

申請、世尊寺行責が執り申 し「女房奉書」にて許可。寺僧が参じて「折紙」を進上。 発給。

表 9

う
表
現
が
な
く
て
も

、
女
房
が
発
給
し
て
い
る
奉
書
で
あ
る
と
わ
か
る

も
の
も

こ
の
表
に
含
め
た
。
こ
れ
ら
以
外
に
も

、

た
だ
奉
書
を
発
給
す
る
と

い
う

記
事

が
『
日
記
』
に
は
散
見
し
、

そ
れ
ら
の
中
に
は
女
房
奉
書
の
可
能
性
が
あ
る
も

の
も
か
な
り
あ
る

が
、
こ
こ
で
は

一
応
省
略
し
た
。

次
の
史
料
⑩
は

、

家
務
権
を
引
き
継
い
だ
二
条
が
初
め
て
女
房
奉
書
を
書
い

て
発
給
し

た
際
の
記
事
で
あ
り
、
こ
こ
に
見
え
る
「
宮
中
奉
行
」
が
「
宮
中
家

務
事
」

と
同
じ

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
明
確
で
あ
ろ
う
。

⑩ 

「
抑三
木
善
理
下
司
名
之
内
、

団
地
一
段
有
ニ訴
訟
事
一 、

此
田
地
観
勝
寺

多
年
当
知
行
云
々
、
然
而
文
書
支
謹
等
、
山
宗
光院
以
来
不
レ
帯
ニ
公
験
一
之

間
不
審
也
、
白
善
理
任
ニ申
旨

一
賜ニ
安
堵
＼
二
条
殿
書
奉
書

〔
宮中
奉
行

以
後
初
度
〕
、
善理
則
小
一
献
進
レ
之
、：
・
」
（
応
永三二
・
七
・
二
五
）

こ
の
史
料
⑩
で
は
下
司
名
内
の
団
地
一
反
を
安
堵
さ
れ
た
礼
に

、

三
木
善
理

が
「
小
一
献
」
を
進
上
し
て
い
る
が
、

さ
ら
に
次
の
史

料
⑪
で
は
、

亡
く
な
っ

た
宝
泉
の
伏
見
下
地
知
行
を
継
承
す
る
こ
と
を
安
堵
さ
れ
た
嫡
子
顕
慶
が
、
貞

成
・
南
御
方
両
方
に
金
銭
他
を
進
上
し
て
い
る
よ
う
に

」
う

し

た
安
堵
に
は

収
益
が
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
（
他
に
表
9

の
日
な

ど
）
。
こ
う
した
安
堵
や
補
任

な
ど
に
際
し
て
献
上
さ

れ
た
金
品
は
家
務
権
に
伴
う
収
入
と
見
な
し
て
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑪ 

「
宝
泉
子

｛嫡
子
｝
顕
慶
参

、

宝
泉
忌
中
畢
、
不
ニ相
替
－可
レ
致ニ奉
公
－
之
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由
申
、
伏
見
下
地
宝
泉
知
行
之
分
可
レ
被
レ下
ニ安
堵
－
之由
申

、

折
紙
〔
五
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百
疋
〕
・
極
等持
参
、
南
御
方
へ
も
折
紙
〔
三
百
疋
〕
献
レ
之
、
初
参
之
間

召
二
庭
上
＼
構
ニ
見
参
＼
殊
更
給
二
太
万
一
、
安
堵
事
、
女
房
奉
書
、
源
宰

人間文化

相
書
下
了
」
戸
永
享
九
・
四
・
二
ハ

⑫ 

「
自ニ
室
町
殿
一鮒
魚
五
十
賜
、
今
上
臆
奉
書
南
御
方
へ
被
レ申
、
勧
修
寺
事
々

敷
之
問
、
内
々
被
レ
申
、
向
後
も内
々
事
可
＝
申
次
一
云
々
・：
」
（
永
享三
・
三
・

四

史
料
⑫
は
、
永
享
二
年
頃
か
ら
始
ま
り
、
永
享
期
を
通
じ
て
多
数
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
室
町
殿
と
の
贈
答
に
際
し
て
、
こ
の
永
享
三
年
三
月
以
降
、
美
物

（
魚・
鳥
や
松
茸
な
ど
美
味
し
い
食
べ
物
類
）
な
ど
を
贈
り
合
う
よ
う
な
「
内
々
事
」

は

一
々
勧
修
寺
経
成
を
介
す
る
と
「
事
々
敷
」
き
こ
と
な
の
で
、
義
教
の
室
今

上
臆
と
南
御
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
奉
書
で
す
ま
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
と
い
う
内
容

で
あ
る
。
表
9

の
日
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
史
料
⑫
に
答
え
て
宮
家
か
ら
「
岩

梨
一
合
」
を
贈
っ
た
際
に
は
今
上
膳
宛
の
「
南
御
方
奉
書
」
が
添
え
ら
れ
、

ら
に
室
町
殿
か
ら
到
来
し
た
「
蚊
帳

〔
赤
色
〕
」
も
「
上
臆
奉
書
」で
賜
り
、

そ
れ
に
対
し
て
「
南
御
方
奉
書
」
で
礼
を
申
し
上
げ
て
い
る
（
表
9
の
ロ
）
。
以

後
、
贈
答
に
関
し
て
の
奉
書
に
つ
い
て
触
れ
た
記
事
は
見
え
な
い
が
、
恐
ら
く

煩
雑
な
の
で
『
日
記
』
で
は
省
略
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
贈
答
に
彼

女
ら
の
奉
書
が
添
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
南
御
方
は
、
こ
の

室
町
殿
の
今
上
臆
と
永
享
二
年
の
歳
末
か
ら
書
状
の
や
り
取
り
も
始
め
て
お
り

（
永
享一
了
一

一
了

二
六
）
、
や
が
て
永
享
四
年
に
は
年
始
の
賀
札
の
や
り
取
り
に

発
展
す
る
（
永
享
四
・

一
・
八
）
。
こ
の
今
上
臆
の
背
後
に
は
当
然
義
教
が
い
る
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の
で
あ
っ
て
、
今
上
臆
は
個
人
的
に
南
御
方
と
交
際
を
始
め
た
の
で
は
な
く
、

義
教
が
選
ん
だ
の
で
あ
り

」
の
選
択
に
は
今
上
膳
の
「
正
室
」
化
の
過
程
で

な
さ
れ
、
さ
ら
に
義
教
の
対
内
裏
政
策
に
も
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
選
択
に
は

、

南
御
方
に
家
務
権
を
掌
る
女
房
以
上
の
何
か
を
期
待
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る

。

こ
の
室
町
殿
と
の
パ
イ
プ
は
、
女
性
た
ち
の
間
だ
か
ら
こ
そ
設
定
で
き
た
も

の
で
あ
り
、
後
に
宮
家
に
と
っ
て
室
町
殿
と
の
関
係
が
良
好
か
ど
う
か
を
計
る

（
国
）

バ
ロ
メ
ー

タ
ー

の

一
つ
と
し
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。

（三
）
家
務
権
の
内
容

2 

そ
の
他

第
二
に
宮
家
の
女
房
た
ち
の
管
理
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

す
で
に
女
房
の
採
用
の
項
で
述
れ
た
よ
う
に
、
五
辻
教
仲
の
女
は
一
旦
は
採

え
」

用
さ
れ
た
も
の
の
、
南
御
方
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
退

出
さ
せ
ら
れ
、

近
臣
の
重
仲
が
妹
の
た
め
に
貞
成
に
懇
願
し
許
し
て
く
れ
る
よ
う
取
り
成
し
を

請
う
た
が
だ
め
で
あ
っ
た
。

近
衛
と
右
衛
門
督
も
次
の
史
料
⑬
に
み
え
る
よ
う
に
「
宮
仕
不
義
」
が
あ
っ

た
の
で
、
怒
っ
た
貞
成
は

二
人
を
局
に
「
追
龍
し

め
た
が
、
近
衛
の
父
「
前
宰

相
」
（
田
向
経
東
）
が
内
裏
御
乳
人
を
通
し
て
詫
び
を
入
れ
、
南
御
方
も
執
り
あ

げ
て
「
切
諌
」
す
べ
き
点
を
挙
げ
、
永
久
追
放
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
と

い
ろ
い
ろ
説
得
し
た
の
で
、
貞
成
も
仕
方
が
な
い
と
許
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ



る
。

こ
こ
で
は

南
御
方
の
取
り
な
し
が
効
果
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑬ 

「
重
賢
・
行
資
・
基
祐
・
御
乳
人
石
山
参
、
近
衛
・
芝
殿自
三
十
日
一
参
寵
云
々、

抑
近
衛
・
右
衛
門
督
就
二
宮
仕
一不
義
之
問
、
此
間
局
ニ
追
龍
了
、
前
宰
相

就
ニ
御
乳
人
－歎
申
、
南
御
方
執
申
切
諌
之
趣
条
々
令
レ申
、
然
而
永
追
出

ニ
不
レ
及之
問
、
免
許
可
ν
有
ニ
御
計
｝
之
由
令レ
申
、
：
・
近衛
局
帰
参

、

右

衛
門
督
同
免
了
」
戸永
享
七
・

五

女
房
の
採
用
に
つ
い
て
も
南
御
方
に
大
き
な
権
限
が
あ
っ
た
の
は
確
か
な
よ

う
で
あ
る
。

や
は
り
、
女
房
の
採
用
の
項
で
触
れ
た
冷
泉
永
基
の
娘
（表
7

の
5
）
の
場
合
、

内
裏
御
乳
人
を
通
し
て
宮
仕
え
を
望
ん
で
き
た
永
基
夫
婦
に
対
し
、
「
宮
中
計

会
」
に
よ
っ
て
貞
成
は

一日
一は
断
ろ
う
と
し
た
の
だ
が
、
「
先
日
南
御
方
宿
所

へ
入
申
見
参
云
々
、
此
上
者
不
レ
可
レ
有
二
子
細
－、
可
レ参
之
由
令
レ
申
」
（永享
四
・

薗）

二
－
一
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、

す
で
に
永
基
ら
は
南
御
方
の
と
こ
ろ
に
娘
を
連

室町時代の女房について（松

れ
て
い
き
「
見
参
」
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
彼
女
の
了
承
を
取
り
付
け
て
し
ま
っ

て
い
た
の

で
あ
ろ
う
、
貞
成
も
し
ぶ
し
ぶ
認
め
ざるを
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る

。

第
三
に
宮
家
の
応
接
間
と
し
て
の
局
の
提
供
が
あろ
う
。

応
永
期
の
『
日
記
』
を
見
て
い
く
と
、
廊
御
方

（
元
近衛
）
の
局
で
し
ば
し

ば
一
献
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
は
他
の
女
房
に
は
な
い
現
象

で
、
最
初
は
単
に
廊
御
方
が
社
交
的
な
の
か
、
酒
好
き
だ
っ
た
、と
か
考
え
て

、
」
：

f

、

し

宇
八
・
カ

ど
う
も
そ
う
で
は
な

さ

そ
う
で
あ
る
。

応
永
二
四
年
に
貞
成
の
代
に
な
っ
て
か
ら
以
降
、
同
三
三
年
に
退
出
す
る
ま

で
、
ざ
っ
と
拾
っ
た
だ
け
で
六
五
例
以
上
、
時
に
酔
っ
た
流
れ
で
「
押
入
」
（
応

永
二
四
・
三
・

二
六
）
・
「
推
参
」

（
応
永二
七
・
二
了
一
八
）
し

一
献
、
そ

こ
で

は
局
女
の
老
尼
た
ち
が

「
乱舞
」
す
る

（同
二
四
・
四

・
三
）
。
初雪
が
降
れ
ば

（
回
）

一
献
、
地
下
の
者
た
ち
の
祝
い
で
も
そ

の
局
が
用
い
ら
れ

、

女
房
た
ち
の
物
詣

な
ど
の
際
の
「
撲
送
」
（
応永
二
六
二
ニ
・二
ハ
）
、
そし
て
「
坂
迎
」
（
応
永
二
六・三
・

（冊
）

一
八）
、
方違
え
に
入
つ
て
は

一
献
、
遊
覧
か
ら
戻
っ
て
き
て
一
献
、
楽（
雅楽
）

の
練
習
を
終
え
て

一献
（
応永
二
九
・

三
・

七
）、
「
徒
然
」

で
も
や
っ
ぱ
り
一
献

（
応
永二
九
・
三
・

四
）
と
な

る
。

老
齢
な
廊
御
方
は
、
自
ら
は
野
遊
び
ゃ
物
詣
な
ど
に
な
か
な
か
出
か
け
な
い

が
、
皆
が戻
っ
て
く
る
の
を
局
で

一
献
を
用
意
し
て
待
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

彼
女
の
局
は
皆
の
憩
い
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
廊
御
方
の

局
で

一
献
の
中
で
、
毎
年
大
体
同
じ
日
に
行
わ
れ
る
、
日
常
の
局
に
お
け
る

そ

れ
ら
一
献
を
象
徴
す
る
年
中
行
事
化
し
た
も
の
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
八
朔
の
翌
日
、
八
月二
日
に
行
わ
れ
る
御
憲

一
献
で
あ
り
、
『
日

記
』
に
見
え
る
そ
の
記
事
を
編
年
順
に
並
べ
た
も
の
が
表
叩
a

で
あ
る
。
こ
れ

は
家
務
権
を
掌
る
女
房
が
当
主
に
対
す
る
八
朔
の
御
患
の

一種
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
応
永
三
二
年
、
す
で
に
家
務
権
の
与奪
が
行
わ
れ
た
後
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の
八
月
、
南
御
方
が
初
め
て
こ

の
八
月
一一日
の
御
憲

一献
を
進
め
た
と
い
う
こ



の宮家 わ一 る 御南方 とが れ定 も 表カf
表係関るしう

応永23～25年

応永26, 8, 2 

人間文化第28号

表10 a 八月二日御遊一献

記事なし。

廊御方三日走塁一献如例
IO 養節な ー の 10 
b の いつ 職務 にa 
で そ と ョうま は

応永27, 8, 2 有一献、是廊御方一日御恋如例
応永28, 8, 2 廊御方一日御滋一献如例

あ れい大 と 見 応永29 , 8, 2 廊御方二日御葱一献如例

る ら つ 体正 な /¥.. 

を酒、月 って

こ編年宴春分 か て しコ

れでら v 、 る

応も 主・ ぁり 前以 月一 る
。

、γ一 以

永 催者別 、 に に と f表
期 『日か カT

は 日取け 表 に？ー

廊に記りて かの
御整』を ら 日

応永30, 8, 2 廊御方二日御葱一献如例

応永3 1 , 8, 2 廊御方一日御滋一献如例

応永32, 8, 2 
一日御窓、 一条殿一献進之、前々廊御方一献
被進、 任佳例、※この年以後、 幸子が担当？

永字 2 ・ 3 年 記事なし。

永字 4,8,2 南御方二日御怒、 一献如例

永享 5,8,2 南御方一日御滋、一献立日例
永享 6 ,8,2 南御方一日御窓、一献如l例
永享 7,8,2 宮御方 ・ 南御方、 二日御延長如例、 有一献

永享 8,8, 2 南御方二日御渡、一献立日例

方理に 決 日 推の 永享 9,8,2 南御方一日御走塁一献如例

が し 見 め取 測－ 永字10, 8, 2 南御方二日御窓、 一献如例
主た え て り さ 献
十雀 も る 行 lま れ 』ま

嘉吉 3,8 ,2 南御方二日御j密一献如例

表！ Ob 宮家の節養

一一一一～ 廊御方 南御方 春日 そのイ也

応永28年
I ,28 （貞成以下） ﾗ ﾗ ﾗ 

（春分 2 ,12) 

応、永29年（ 2 ,22）つ 3略 x 6,9 田向家（延引、貞成以 f)

応永30年（ 2, 4) 2, I （貞成以下） x x ﾗ 

応永31年（ 2 ,15) I ,26 （貞成以下） ﾗ ﾗ ﾗ 

応永32年（ 2 ,25) 
6 ,14 

ﾗ x 
（延引、貞成以下）×

永享 3 年（ 2, 3) 一一一一一一 つ x I ,22 法安寺

永享 4 年（ 2 ,13) I, 2 （貞成以下）×
I ,23 回向家（南御方）
2,22 庭国家（貞成以下） ※

I ,20 大光明寺
永享 5 年（ 2 ,24) I, 2 （貞成以下） x I ,22 法安寺

2 , 1 9 庭国家（貞成以下）

I, 8 庭田家（若宮・南御方以下）

永享 6 年（ 2, 5) I, 2 （貞成以下）×
I ,20 大光明寺
I ,22 法安寺

2,6 庭田家（貞成以下）※

I, 7 庭国家（南御方以下女中）

永享 7 年（ 2 ,17) I, 2 （貞成以下）×
I ,20 大光明寺
2,5 法安寺

2 ,13 庭田家（貞成以下）

永享 8 年（ 2 ,28) 
I, 7 （貞成以下） ×

I ,26 庭田家（男共）

（京都） I ,29 庭田家（南御方・宮御方・女中）

永亭 9 年（ 2, 9) I , 14 （貞成以下） I, 5 （南御方）
I, 2 庭回家（南御方以下女中）
2,5 定直（源宰相以下）

I, 5 庭国家（南御方以下女中）
永享10年（ 2 ,20) I , 14 （貞成以下） I ,13 （南御方） I, 9 庭田家（男共）

I ,22 定直（源宰相以下）

I ,12 
I, 4 庭田家（南御方以下女中）

永享13年 （ 2 ,22) I , 14 （貞成以下） 2, 4 定直（重賢・男共）
（南御方以下女中）

2,6 永基（男共）

嘉吉 3 年（ 2 ,14) I , 14 （貞成以下） I, 5 （貞成以下）
I, 4 庭田家（南御方）
2 ,12 定直（永基以下）

※（）内は節養に招かれた人々。
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し
、
永
享
期
は
南
御
方
に
代
わ
っ
て
い
る
。
応
永
三
二
年
の
家
務
権
の
与
奪
に

伴
う
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
は
す
で
に
閏
六
月
以
前
に
済
ん
で
いる
の

で
『
日
記
』
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
が
そ
の
よ
う
に考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
有
力
な
廷
臣
も
主
催
し
て
当
主
以
下
を
招
い
て

本
来
、
男
性
の
側

い
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
応
永
期
に
は
二
九
年
に
田
向家
が
一
度
行
っ
て
い
る

以
外
確
認
で
き
な
い
。
主
人
以
下
か
な
り
大
人
数
を
招
い
て
の
酒
宴
で
経
済
的

に
余
裕
が
な
け
れ
ば
無
理
な
の
で
、
応
永
期
に
は
正
式な
形
で
は
難
し

か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

表
叩
b

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
永
享
期
に
入
る
と
庭
田
家
が
催
す
節
養
が
恒

例
化
し
、
さ
ら
に
永
享
六
年
か
ら
は
、
当
主
貞
成
以
下
を
招
請
す
る
もの
と

、

南
御
方
以
下
を
招
請
す
る
も
の
の
二
回
催
す
よ
う
に
な
り

」
の
二
回
目
に
つ

い
て
は
、
貞
成
は
『
日
記
』
に
「
今
日
之
儀
自
ニ
前
々
－超
過
、
祝
着
無
レ
極
」（永

薗）

享
六
・
二
・

六
）
と
記
し
、
「
超
過」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
祝
い
の
儀
が
盛
大

室町時代の女房について（松

化
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
永
享
九
年
か
ら
春
日
（
庭
国
家
の出
）
が
南
御

方
以
下
を
招
い
て
節
養
を
開
始
す
る
。
永
享
一O
年
な
ど
南
御
方
も
含
め
れ
ば
、

庭
田
家
関
係
で
四
回
催
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
前
述
し
た
宮
家
内
部
に
お
け

る
庭
田
家
の
勢
力
拡
大
を
誇
示
・
象
徴
す
る
場
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

南
御
方
を
主
客
と
す
る
よ
う
な
こ
の
よ
う
な
酒
宴
は
、
南
御
方
が
従
来
の
よ
う

な
一
仕
女
で
は
な
い
地
位
に
上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
四
）「
正
室」

へ
の
上
昇

表
2

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
永
享
期
に
入
る
と

南
御
方
は
東
御
方
の
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
宮
家
女
房
の
筆
頭
の
位
置
に
立
つ
。応
永
期
に
お
い
て
は
家
務

権
を
掌
っ
て
い
た
廊
御
方
で
も
東
御
方
の
次
に
位
置
し
て
いた
か
ら

、

天
皇
の

実
母
と
い
う
立
場
を
考
慮
し
た
も
の
と
説
明
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
こ
れ
だ
け
で
は
女
房
た
ち
の
ト
ッ
プ
と
い
う
地
位
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え

そ
う
で
あ
る
。

嘉
吉
年
間
に
入
っ
て
も
、
対
外
的
に
は
『
建内
記
』
に

「
南
御
方
〔伏
見
宮

御
妾
、
禁
裏
御
実
母〕
」（
嘉
吉
了
閏
九
・二
七
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
「
妾
」
で
あ
っ

た
。
た
ま
た
ま
貞
成
の
場
合
、
宮
家
の
内
外
に
他
の
「
妾
」
は
いな
か
っ
た
が
、

他
の
仕
女
と
の
聞
に
子
を
儲
け
て
い
た
な
ら

ば
、
南
御
方
は

「
妾
」
の
一人
に

と
ど
ま

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
、
文
安
元
年

（
一
四
四
四
）
四
月

二
六
日
、
南
御
方
五
五
歳
の
時
、
准
后
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
単
な
る
女
房
と

し
て
の
身
分
を
越
え
る
こ
と
で
「
正
室
」
的
な
地
位
を
確
立
す
る
が
、
そ
れ
以

前
の
段
階
で
も
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
他
の
女
房
と
は
異
な
る
存
在
に

上
昇
し
つ
つ

（
さ
せ
られ
つ
つ
）
あ
っ
た
。

ま
ず
、
永
享
六
年
に

「
多
年
本
望
」
で
あ
っ
た
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る

（永
享
六
・

二
・
一
二
二
）。
た
だ
し

、
こ
の
よ
う
な
高
い
位
階
で
あ
っ
て
も
、
過
去

に
は

二
位
く
ら
い
ま
で
昇
っ
た
女
房
は
結
構
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
女
の169 

場
合
、こ
の
時
の
宣
下
が
将
軍
義
教
の
「
正
室
」
的
地
位
に
あ

っ
た
「
上様
」
（三



第28号

（
帥
）

条
ヰ
ア
子
）
と
同
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
義
教
に
と
っ

て
煙
た
い
存
在
で
あ
っ
た
後
小
松
院
は
永
享
五
年
一
O
月
二
O
日
に
崩
じ
て
お

人間文化

り
、
山
宗
光
院
流
の
宮
家
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
に
天
皇
家
嫡
流
と
し
て
遇
す
る

（
閃
）

こ
と
を
表
面
化
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
の

一
種
の
デ
モ
ン
ス
ト

レ
l

シ
ヨ
ン
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

室
町
殿
の
意
志
を
看
取
で
き
る
史
料
は
他
に
も
あ
る
。
次
の
史
料
⑭
は
、
永

享
七
年
の
二
一
月
、
い
よ
い
よ
伏
見
か
ら
京
都
へ
移
住
と
な
り

ひ
と
ま
ず
方

違
え
の
た
め
に
貞
成
一
家
は
室
町
殿
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
に
義

教
か
ら
入
江
殿
今
御
所
（
貞
成
第

一
皇
女
性
恵
）
が
宮
家
の
女
房
た
ち
の
こ
と
を

聞
か
れ
、
当
時
室
町
殿
に
祇
候
し
て
い
た
東
御
方
が
「
三
一人
」
い
ま
す
と
返
答

し

、
そ
の
局
の
割
り
振
り
を
指
示
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

⑭ 

「
抑
今
御
所
入
来
、
女
中
事
有
ニ
御
尋
一
、
三
人
候
之
由
東
御
方
被
レ
申
、
伺

局
御
支
配
、
対
屋
妻
姫
宮
達
、
二
間
近
衛
、
三
間
御
乳
人

四
間
春
日

五
聞
東
御
方
可
レ
候
云
々
、
南
御
方
ハ

一
御
方
ニ
可
レ
有－一
御
座一云
々
、
是

ま
て
の
御
計
珍
重
也
、
：・
」
（
永
享
七
・一

一
了

一
七
）

こ
こ
で
「
女
中
事
」
と
さ
れ
る
の
は
、
史
料
⑭
に
見
え
る
よ
う
に
、
対
屋
の

二
聞
か
ら
四
聞
に
局
を
割
り
振
ら
れ
た
近
衛
・
御
乳
人
・

春
日
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
。
南
御
方
は
「
三
人
」
は
含
ま
れ
ず
、
部
屋
も
二
御
方
」
へ
別
に
設
定

さ
れ
た
。

（
回
〉

永
享
五
年
正
月
、
南
御
方
は
初
め
て
室
町
殿
に
参
上
し
、
義
教
に
対
面
、
以

後
様
々
な
機
会
に
貞
成
に
代
わ
っ
て
（
当
主
本
人
が出向
く
と
大
仰
に
な
る
の
で
）
、

頻
繁
に
室
町
殿
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
女
性
が
室町
殿
に
賀
礼
な
ど
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の
た
め
に

出
向
く
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
「
女
中
・
尼
達
群
参
」
（
永

享
九
・
八
・
二
三
）
、
時
に
は
「
女
中
け
し
か
ら
す
群
参
」
（
嘉
吉
一
・
三
・
三
）

と
い
う
場
合
も
あ
り
、
女
房
や
尼
た
ち
が
公
家
や
武
家
、
尼
門
跡
な
ど
の
使
者

と
し
て
室
町
殿
に
詰
め
か
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
南
御
方
が
上
様

に
賀
状
を
送
っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
永
享
八
年
に
は
義
教
へ
も
直
接

賀
札
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
｛
永
享
八

五

そ
の
公
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン

は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
宮
家
の
他
の
女
房
と
は
隔

絶
し
た
地
位
に
あ
り
、
他
の
女
房
に
は
変
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
立
場
を
確
立

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
正
室
」
と
し
て
見
な
し
て
よ
い
地
位
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

伏
見
宮
家
の
女
房
た
ち
は
皆
と
て
も
個
性
的
で
あ
り
、
活
動

的
か
つ
魅
力
的

で
興
味
深
い
。

本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
で
、
東
御
方
や
上
臆
・
春

日
、
内
裏
御
乳
人
な
ど
に

つ
い
て
個
別
に
そ
の
女
房
と
し
て
の
事
跡
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宮
家
の
中
だ
け
で
は
な
く

内
裏
や
室
町
殿
を
舞
台
に
活
動
し
、

や
や
気
弱
な
当
主
を
助
け
て
奮
闘
し
て
い
た
。
他
の
男
性
の
廷
臣
た
ち
と
変
わ



ら
ず

い
や
そ
れ
以
上
に
宮
家
を
支
え
る
大
事
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
恐
ら
く
宮
家
に
お
け
る
彼
女
た
ち
の
重
要
性
を
一
番
認
識
し
、そし
て
関

心
を
も
っ
て
い
た
の
は
貞
成
で
あ
り
、
他
の
公
家
の
日
記
以
上
に
彼
女
た
ち
女

房
の
こ
と
、
時
に
乱
舞
す
る
老
局
女
の
こ
と
ま
で
『
日
記
』
に
記
そ
う
と
し
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
宮
家
の
特
殊
性
な
の
か
、
当
時
の
女
房
た
ち
、

さ
ら
に
狂
言
な
ど
で
「
わ
わ
し
い
女
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
の
時
期
の
女
性たち

全
般
に
共
通
す
る
性
格
な
の
か
は
判
断
が
難
し
い
が
、
貞
成
は
宮
家
の
管
理
者

と
し
て

女
房
た
ち
全
般
の
行
動
を
記
録
し
な
が
ら
、
時
に
そ
の
個
性
に
ひ
か
れ
、

職
務
的
な
ラ
イ
ン
を
越
え
て
筆
を
す
べ
ら
せ
た
と
考
え
て
相
違
あ
る
ま
い
。
貞

成
の
筆
ま
め
な
こ
と
に
は
読
む
た
び
に
驚
か
さ
れ
る
が
、
朝
廷
の
儀
式
・
公
事

と
関
わ
り
の
な
い
「
家
」
の
内
外
に
つ
い
て
の
多
く
の
記
事
を
読
ん
で
い
る
と
、

可
能
性
と
し
て
そ
の
筆
を
宮
家
の
女
房
た
ち
に
手
渡
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
は

薗）

な
い
か
と
考
え
る
。
特
に
本
論
で
述
べ
た
家
務
権
を
掌
る
女
房
の
局
は
、
宮
家

室町時代の女房について（松

全
体
の
応
接
間
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
宮
家
に
お
け
る
人
の
出
入
り
は
把
握
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
当
主
の
命
を
奉
じ
た
文
書
も
こ
こ

か
ら
発
給
さ
れ
る
。

「
家
」の
記
録
が
こ
こ
で
営
ま
れ
て
も
お
か
し

く
な
い
状
況
が
生
み
出
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
と
考
え
る
。

一
方
、
南
御
方
の
「
正
室
」
化
の
問
題
は
、
宮
家
の
「
家
し
と
し

て
の
構
造

が
本
来
の
院
御
所
の
そ
れ
か
ら
摂
関
家
な
ど
の
公
家
の
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
た

こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貞
成
の
跡
を
継
い
だ
貞
常
以
降
の
伏
見

宮
家
が
ど
の
よ

う
な
形
態
を
と

っ
て
い
た
の
か

は
こ
れ
か

ら
の
課
題
で
あ
る

が
、
近
世
へ
と
続
く
世
襲
宮
家
の
祖
と
し
て
い
か
な
る

「
家
」と
し
て
存
在
し

て
い
た
の
か
興
味
は
尽
き
な
い。

貞
成
の
代
の
宮
家
は
、
兄
治
仁
王
の
娘
た
ち

も
含
め
、
皆
京
都
内
外
の
尼
寺

に
入
室
し
た
た
め

、

娘
た
ち

の
里
下
り
な
ど
に
伴
っ
て
大
勢
の
尼
た
ち
が
宮
家

を
訪
れ
、
宮
家
の
女
房
た
ち
も
出

家
し
た
彼
女
ら
の
世
話
の
た
め
に
頻
繁
に
入

江
殿
や
岡
殿
な
ど
の
尼
寺
を
訪
れ
て
い
る
。
都
の内
外
の
尼
寺
に
は
天
皇
家
や

室
町
殿
、
そ
し
て
摂
関
家
以
下
の
公
家
や
武
家
た
ち
の
娘
が
大
勢
入
室
し
、
ま

た
同
じ
よ
う
に

そ
れ
ら
に
仕
え
る
女
房
た
ち
も
出
入
り
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。

彼
女
た
ち
の
フ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
軽
さ
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
以
前
、
南
御

｛曲
｝

方
の
物
詣
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
春日
や
内
裏
御
乳
人
を
お

供
に
、

伏
見
か
ら
清
水
寺
や
七
観
音
な
ど
の
京
都
内
外
の
寺
社
を
詣
で
る
ば
か
り
で
な

く
、
石
山
寺
か
ら
長
谷
寺
、
さ
ら
に
伊
勢
神
宮
ま
で
足
を
の
ば
し
て
お
り

、
『
日

記
』
を
見
る
限
り京
都
近
郊
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と
の
な
い
貞
成
と
は
対
照

的
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
詣
で
て
く
る
多
く
の
女
性
た
ち

と
交
流
が

あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
宮
家
の
連
歌
の
場に
は
出
て
こ
な
い
が
、
あ

ち
ら
こ
ち
ら
の

寺
社
（
尼
寺
を
合
む
）
の
境
内
や
堂
内
、
権
門
以
下
の
邸
宅
の

奥
な
ど
、
社交
の
場
と
し
て
い
た

多
く
の
空
間
を
持
っ
て
い
た
。
彼
女
ら
の
ネ
ツ

ト
ワ

1

ク
は
、
将
軍
家
・
天
皇
家
・
摂
関
家
以
下
の
公
家
・
武
家
、
寺
社
（
尼
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門
跡
や
坊
官
・
神
官
の
「
家
」
）
な
ど
に
横
断
的
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
っ



第28号

て
も

過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
女
房
・

尼
た
ち
を
追
う

こ

と
は

、

室
町
殿
を
一
つ

の
核
と
し

て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
代
の
公
武
社
会
の
構
造
を
知
る
た

人間文化

正親町三条家系図

実房一「公房 実親 公親一一実重一一公茂一一実忠 公忠 実冬一一也ミ量一一実尚

| ＊対日 2' 5 ,17苑（権中、 62歳）「公為一「実位法印

」公氏 実蔭 公貫一「実仲一「公明守宅実治寸 | 

| 」一~ I 」女子実豊室、公胴

| | 」女子伏見殿西御方、貞成母

! L一女子実継室、公豊母

」実弱一一公秀

系図①

「一女子梅津湯陽院主（善斎）

＊応永 2, 1 1,28出、同 1 3, 6 ,24莞（内大臣、 74才 山 ¢
叶＊応永：34, 8 ,12苑（権大、44歳）

実継ー「公豊一一下一一実畳一」一也げ佐一「実雅＝言公綱
＊応永l I, 4 ,10莞（権大）

女子伏見殿東御方

女子手子、義教室（上様）、瑞審院女子千本比丘尼

女子義教妾女子入江殿円修房

日権院妙法院執事

め
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
作
業
と

考
え
て
い
る
。
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臣恩院高野山

公時一一実清＝詳公｛呆一一一実隆

＊至徳 3' 2' 3 亮（准大臣、66歳） | 

実音一「公敦 」女子入江殿東御寮

」女子伏見殿廊御方、宝珠庵

女子光厳院批崇光後光厳母、陽禄門院

三条西



室町時代の女房について（松薗）

系図② 宇多源氏綾小路流田向・庭田家系図

宇多天皇一一敦実親王一一源雅信一一時中一一済政一一資通一一政長一一有賢一一資質一一時賢一一有資
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＊実は今出川公直子

女子崇光院典侍（按察）、栄仁親王母、従三位資子、杉殿

「女子宝厳院、玄経尼

回向事引 ＊幼名同居丸

経資一一茂賢一一重資 一資蔭ー」経良一一「長資一一一一T一経秀一一

＊事徳 2' 5 , 12礎 （85歳） ＇＊世尊寺行俊養子

行盤 3t存禅明院

＊氷草 4 ,4 ,4 円寂

聖賢 珊侍者周耀 ・ 尊菊丸 法輪院
醍醐寺菩提院

周郷（周具） 隆尊大興院、童名春喜久丸（満理丸）

天龍寺

隆経 女子中宮寺尼
大教院大納言惜都

瑛（栄）蔵主 L女子室町殿女房

＊他に飯岡観音寺住持がいたつ

女子伏見殿近衛（一条）局

女子石清水八幡宮東竹（問中家庶流）等清婆、陽消母

女子あや、崇賢門院女房

＊永享12, 7 ,20礎（権大納言、正三位、印（63 ？ ）歳）

庭田家 」経有 重有一

＊応永19, 5 ,15諮（明尭禅門）｜
’｜本五辻貰仲葺子

ト朝仲

」女子

＊伏見殿南御方、従三位幸子
後花園天皇 貞常親王母、

敷政門院、

重賢一一一重行

＊幼名慶寿丸 本母定直妹

日応法華堂妙蓮寺 ・ 幼名亀丸、僧正

男子法性寺親信猶子（親豊つ）

興庭東福寺

女子伏見殿春日に条）局

女子御霊殿 ・ 中納言局

女子真乗寺尼

女子伏見殿新大納言局、邦高親王母つ
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注
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人間文化

（l
）
『
日
記
で
読
む
日
本
中
世
史
』
第

一
O
章
（
元
木
泰
雄
氏
と
共
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ア

書
一
房
、二
O

一
一
）

（2
）
松
薗
「
中
世
の
宮
家
に
つ
い
て
｜
南
北
朝
・
室
町
期
を
中
心
に
｜
」
（
『
愛
知

学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
紀
要
・
人
間
文
化
』
二
五
、二
O

一
O
）

（3
）
現
存
の
も
の
は
後
土
御
門
天

皇
の
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
よ
り
残
存
。
日

記
に
つ
い
て
は
注
（
）
の
脇
田
晴
子

一
九
九
二
参
照
。

（4
）
松
薗
『
日
記
の
家
中
世
国
家
の
記
録
組
織
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
）

第
七
章
。

（5
）
奥
野
高
広
『
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
』
正
（
国
書
刊
行会
、
一
九
四
二
）
、
同
『
戦

国
時
代
の
宮
廷
生
活
』
（
統
群
書
類
従
完
成
会
、
二O
O

四
）
、
角
田
文
衛
『
日
本
の
後
宮
』

（
撃
燈
社
、
一
九
七三
）
な
ど
。

（6
）
吉
野
芳
恵
「
室
町
時
代
の
禁
裏
の
女
房一
｜
勾
当
内
侍
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
『
国

学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』

一
一二、

一
九
八
一
）
・
同
「室
町
時
代
の
禁
裏
の
上
臆

三

条
冬
子
の
生
涯
と
職
の
相
伝
性
に
つ
い
て
｜
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
八
五
｜

二
、
一
九

八
四
）
、
脇
田
晴
子
「
中
世
女
性
の
役
割
分
担
｜
勾
当
内
侍
・
販
女
・
勧
進
比
丘

尼
」
（
『
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
、
初
出
一
九
八
五
）
・

同
「
宮
廷
女
房
と
天
皇
｜
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
『
日
本
中

世
女
性
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
二
）
、
木
村
洋
子
「
後
土
御
門
天
皇
の

大
納
言
典
侍
・
広
橋
顕
子
に
つ
い
て
」
（
『
総
合
女
性
史
研
究
』
七
、
一
九
九

O
）
・
同
「
室

町
時
代
中
・
後
期
女
房
職
相
伝
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
家
・
社
会
・
女
性』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
）
、
後
藤
み
ち
子
「
中
世
後
期
の
「
家
」
と
「
主
婦
権
」三
条
西
家
の

場
合
｜
」
（
『
中
世
公
家
の
家
と
女
性
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
二
、
初
出
一
九
九
三
）
、
田

端
泰
子
「
女
房
役
割
と
妻
役
割
」
（『ジ
エ
ン
タ
ー
の
日
本
史
』
下
巻
、
東
京
大学
出
版
会
、

一
九
九
五
）
、
桑山
浩
然
「
室
町
時
代
に
お
け
る
公
家
女
房
の
呼
称
し
（
『
女
性
史
学
』
六
、

一
九
九
六
）
・
同
「
三
条
公
忠
女
厳
子
の
後
宮
生
活
」
（
『
女
性
史
学
』二

、

二
O
O

ご
、
鈴
木
智
子
「
室
町
将
軍
家
の
女
房
に
つ
い
て
義
政
期
を
中
心
に
」
（

『
年

報
中
世
史
研
究
』
二
五
、
ニ
0
0
0

）
、
坂
口
佳
世
「
南
北
朝
期
の
後
宮
女
性
と
そ
の

生
活
」
（『
滋
賀
史
学
会
誌
』

一
三
、
二
O
O
二
、
湯
川
敏
治
「
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』

に
見
る
宮
廷
の
女
性
た
ち
」
（
『
古
文
書
研
究
』
五
六
、二O
O
一
一了
間
「
戦
国
期
の

女
官
と
女
一
房
奉
書
一
司
守
光
公
記
』
に
見
る
長
橋
局
を
中
心
に
｜
」
（
『
女
性
史
学
』

一
五
、
二
O
O
五
了
間
『
戦
国
期
公
家
社
会
と
荘
園
経
済
』
（
統
群
書
類
従
完
成
会
、

二
O
O
五
）
・
「
『
守
光
公
記
』
掲
載
の
女
房
奉
書
の
意
義
」
（
『
古
文
書
研
究
』
六

二
、

二
O
O
六
）
な
ど
。

（7
）
親
王
の
御
所
だ
っ
た
伏
見
殿
が
応
永
二

三
年
、
た
だ
の
王
の
御
所
と
な
っ
た

応
永
期
、
そ
し
て

一
転
貞
成
の
第

一
皇
子
彦
仁
の
即
位
に
よ
る
天
皇
の
実
父
の
御

所
と
な
っ
た
永
享
・
嘉
吉
期
と
大
き
く
区
分
さ
れ
る
。

（8
）
伏
見
に
所
在
し
て
い
た
御
所
が
、
永
享
七
年
（

一
四
三
五
）
末
、
京
都
に
移

転
し
た
。

（9
）
『
群
書
類
従
』
正
編
第
五
輯
所
収
。

（
叩
）
以
後
恒
例
化
、
毎
年
こ
の
日
に
行
わ
れ
、
記
事
の
残
る
永
享
九
・

一
0
・
一

三
年
、
そ
れ
に
嘉
吉
三
年
と
中
臆
の
右
衛
門
督
が
取
次
い
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
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（
日
）
田
代
圭

一
弓
看
聞
日
記
』
に
関
す
る
書
誌
学
的
考
察
」
（『
書
陵
部
紀
要
二
ハ
一
、

二
O
一
O
）
で
は
、
応
永
期
の
『
日
記
』
の
み
な
ら
ず
、
永
享
期
の
そ
れ
に
も
清

書
の
際
の
加
筆
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
ロ
）
『
女
房
の
官
し
な
の
事
』
で
は
、
右
衛
門
督
は
上
臆
の
付
名
と
な
っ
て
い
る
。

表
l
I

に
局
女
と
し
て
見
え
る
別
当
と
い
う
女
房
名
は
、
『
日
記
』
文
安
五
・二・

二
二
や
『
別
記
』
｛
玉
徳
三
・一
・

一
二
な
ど
で
は
、
土
口
書
を
取
次
い
で
い
る
中
臆



薗）

の
名
と
同
じ
で
あ
る
。

（
日
）
西
雲
庵
は
尼
であ
る
が
、
入
江
殿
今
御
所
（
貞成
の
娘
性
恵
）
の
付
添
で
地
位

が
高
い
の
で
上
騰
に
入
っ
て
い
る
。
西
雲
庵
に
つ
い
て
は
田

村
航
「
西
雲
庵
の
素

性
」
（『
日
本
歴
史
』
七
三
五
、
二
O
O
九
）
に
詳
し
い
。

（は
）
新
参
の
女
房
は
す
べ

て
今
参
と
よ
ば
れ
、
二
人
い
る

と
こ
の
よ
う
に
若
い
方

に
「
小
」
の
字
を
頭
に
冠
し
た
り、

今
々
参
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
。
一
種
の
試
周

期
間
ら
し
く
、
し
ば
ら
く
す
る
と
女
房
名
が
付
け
ら
れ

、

正
式
な
女
房
と
し
て
出

仕
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
日）
南
御
方
の
局
は
、
京
都に
移
っ
て
か
ら
は
常
御
所
の
西
向
に
あ
っ
た
（
永享
八
・

五
－

二
、

同

八
・
八
・
一
一八
な
ど
）
。

（
日
）
例
え
ば
、
応
永
二
四
・
九
・

一
七
に
は
「
来
廿
二
日

男
共
伊
勢
参
宮
云

、々

の
僕
送
一
献
賜
レ
之
、
三
位
・
重
有
・

長
資
朝
臣
・

寿
蔵
主
・
正
永、

女
官
〔
賀
々
〕
・

局
女
〔
別
当
〕
、
地
下
明盛
・
禅
啓
・
広
時
・
良
村
・善
国
等
済
々
参
云
々
」
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
げ）
応
永
三
二
・
一
・

一
九
、
応
永
二
八
・
一
二
・

二
O
な
ど
。
賀
々
は
、
彦
仁

即
位
後
、
内
裏
の
御
乳
人
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
彼
の
乳
人
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
凶
）
以下
、
参
考
ま
で
に
下
臆
の
女
房
の
序
列
が
示
さ
れ
る
記
事
を
い
く
つ
か
列

挙
し
て
お

く
。

（
ア）
応
永
二
七
・
八
・
三
「
法
安
寺
、
東
御
方
・
廊御
方

・
御
寮
、
三
位
・

重

有
朝
臣
、
局
女
・
女
官
〔
女
々
〕
等
参
」
＊
女
々
H

目
々
。

（
イ
）
応
永
二
八
・
四
・
八
「熊野
下
向
当
所
近
辺
行
路
也
、
の密
々
見
物
ニ
出
〔
乗

輿
〕、
女
中
、
東
御
方
・
廊
御
方
・上
隠
・
二
条
殿
・
芝殿
・
元
経
・
｛
山
田御寮
｝

真
幸
、
三
位
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・寿
蔵
主
・
焚
祐
、
局
女
別
当
・

女
官

等
面
々
歩
行
、
地
下
禅啓
以
下
四
五
輩
参
」

室町時代の女房について（松

（ウ
）
永

享
五
・

八
・

三
「
吉
日
間

、

今
夜
御
服
賦
レ
之、

姫
宮
・

東
御
方
・

南

御
方
・

近
衛
・

春
日
・
右
衛
門
督
・

御
乳
人
・

今
御
乳
・

女
官

、

経
秀
・
行
資

等
也

、

各
祝
着
申
」

（
エ
）
永
享
八
・

四
・

二
ハ
「
岡
殿
風呂
ニ
入
、
源
宰
相
・
重
賢
・

行
資
召
具
、

南
御
方
・
近
衛
・
春
日
・

あ
ち
ゃ
・
小
今
・
御
乳
人
・
両
御
乳
・

局
女
等
済
々

参
、
・

」

（
オ
）
嘉
吉
三
・

三
・

八
「
：・
女
中
大
原
野
花
見
、
一
条
・
新
中
納
言
・
右
衛
門

督
・

隆
富
朝
臣
・
盛
賢
・
曇
花
院
御
喝
食
？

・
中
将

（
局
女
）・
中
御
乳
人
等

遊
覧
、
今
夜
可
二
逗
留
－云
、々

：
・
」

（
問
）
三
人
は
、
応
永
二
四
・
一
0
・

二
に
「
抑
播
州
国
街
別
納
検
注
事
、
為
－一御

恩
一令
二
知
行
一男
女
ニ
成
－下
令
旨
＼
重
有
朝
臣
書
レ之
、
錐
レ
非
二
年
預
－、
検
注

令
旨
彼
朝
臣
一
筆
ニ
書
レ
之
」
と
あ
る

よ
う
に
播
磨
国
街
別
納
を
「
御
恩
」
と
し

て
知
行
し
て
い
た
「
男
女
」
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
初）
応
永
二
四
・

一
了
一
二
、
応
永
二
七
・
三
・

一
四
、
応
永
三
一
・
八
・
九
な
ど
。

（
幻
）
実
際
、
応
永
二
七
年
当
時
生
き
残
っ
て
い
た
父
栄
仁
親
王
の
仕
女
四
人
「
宝

珠
庵
〔
号
廊
御
方
、
儀同
三
司
実
音
卿
女
〕・
東
御
方
・
廊
御
方
・

典
侍
禅
尼
」
を
「
吾

継
母
」
で
あ
り孝
行
す
べ
き
と
記
し
て
い
る

（
応
永二
七
・

八
・

一
五
）。

（
辺
）
た
だ
し
、
御
返
が
遅
れ
た
り
、
時
に
贈
答
そ
の
も
の
が
停
止
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
特
に
応
永
二
七
年
は
、
仙
洞
の
御
返
が
到
来
し
た
の
が
一
二
月
も

終
わ

り
の
頃
で
あ
り

（応
永
二
七
・

一
二
・

二
四
）、

室
町
殿
の
場
合
も
「
飢
鍾
」
に
よ

っ

て
禁
裏
・
仙
洞
や

「
御室
・
妙
法
院
、
其
外
室
町
殿
親
族
門
跡
・
執
柄
・
三
公
以

下
近
習
公
卿
・殿
上
人
」
を
除
い
て
停
止
し
て
し
ま
っ
た
（
応
永

二
七
・
七
・
一
七
、
八・

こ
。
こ
の
よ
う
に
毎
年
必
ず
入
る
収
入
と
し
て

期
待
で
き

る
も
の
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

（
お
）
乳
母
（永
享
五
・
八
・
三
）
、
女
官
（応
永
二
六
・
八
・
三

、

永
享
五
・
八
・三
な
ど
）
。
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第28号

（
出
）
彼
女
た
ち
の
存
在
は
何
か
事
件
に
絡
ま
な
い
と
ほ
と
ん
ど
『
日
記』
か
ら
窺

わ
れ
ず
、
名
前
を
記
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
永
享
一0
・
九
・
二
一
に
見
え
る
「
局

之
下
女
」
、
嘉
吉
一
・
四
・
二
O
に
み
え
る
「
局
召
仕
下
女
」
（
五
・
＝
一
、
五
・
一
三
）

く
ら
い
で
あ
る
。

（
お
）
例
え
ば
応
永
一
二0
・
二
・
一
七
な
ど
。

（
お
）
他
に
も
伏
見
荘
内
の
寺
社
へ
の
参
詣
・
遊
覧
や
花
見
・
祭礼
見
物
な
ど
も
多

数
『
日
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
煩
雑
な
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
て
い
る
。

ま
た
、
貞
成
は
男
性
の
侍
臣
だ
け
を
伴
っ
て
出
か
け
る
こ
と
も
多
く
、
伏
見
荘
で

は
毎
日
、
至
る
所
で
貞
成
ら
が
連
れ
立
っ
て
遊
覧
し
て
い
る
姿
が
見
か
け
ら
れ
た

は
ず
で
あ
り
、
地
侍
や
農
民
た
ち
に
も
親
し
い
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
幻
）
永
享
八
・
四
・
八
な
ど
は
、
貞
成
と
二
度
勝
負
し
て
二
度
と
も
南
御
方
が
勝
つ

て
い
る
。

（
お
）
松
薗
「
伏
見
宮
家
の
南
御
方
そ
の
物
詣
を
中
心
に
！
」
（
『
朱
』
五
五
、
二
O

一
一
）

（
却
）
和
歌
・
連
歌
に
造
詣
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
貞
成
に
対
し
、
南
御
方
は
そ

の
方
面
に
は
苦
手
だ
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
永
享
五
年
、
義
教
発
議
の
勅
撰
集
編
纂

に
向
け
て
、
宮
家
に
も
和
歌
の
提
出
を
求
め
て
き
た
際
、
貞
成
や
山
中
京
光
院
・
大
通

院
（
栄
仁
親
主
）
の
歌
以
外
に
、
「
女
房
歌
」
が
な
い
の
で
、
南
御
方
は
「
国
母
」

で
あ
る
か
ら
彼
女
の
作
っ
た
歌
を
い
た
だ
き
た
い
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
貞
成
は

「
南
御
方
歌
道
無
沙
汰
之
問
如
何
候
哉
、
然
而
少
々
雛

ニ
瓦
磯
一
可
レ
出
歎
」
（
永
享
六
・

五
・
二
七
）
と
困
惑
し
て
い
る
。
彼
女
の
歌
を
「
瓦
磯
」
と
呼
ぶ
の
も
失
礼
な
話

で
あ
る
が
、
彼
女
が
歌
道
に
つ
い
て
は
「
無
沙
汰
」
で
あ
っ
た
の
は
確
か
な
の
で

あ
ろ
う
。
尼
門
跡
入
江
殿
に
入
室
し
た
貞
成
と
南
御
方
の
間
の
子
性
恵
か
ら
南
御

方
に
「
落
葉
一
一
一
」
と
共
に
和
寄
が
贈
ら
れ
て
き
た
際
に
も
彼
女
に
代
わ
っ
て
貞

成
が
詠
じ
て
返
歌
し
て
い
る
（
永
享
二一
・

一0
・
士
乙
。

人間文化

（
初
）
永
享
九
・
一
・
一
六
に
「
大
聖
院
殿
光
臨
、
有
俊
〔
布
衣
〕
公
卿
座
ニ
入

申
、

春
日
殿
申
次
、
会
所
ニ
入
申
見
参
〔
侍
者
一
人
候
〕
御
入
恐
悦
之
由
申
、
歳
末
ニ

も
有
二
御
入
＼
旧
院
御
連
校
也
」
と
見
え
、
旧
院
（
後
小
松
院
）
の
姉
妹
で
あ
る

尼
が
見
え
た
時
に
、
上
臆
の
春
日
が
申
し
次
い
で
い
る
。

（
訂
）
応
永
三
0
・
九
・
二
、
同
一一二
・

一
0
・
二
一
。

（
認
）
永
享
二
・
＝
了
二
五
、
永
享
五
・
一
・
二
O

。

（
お
）
永
享
七
・
四
・
二
、
阿
野
公
具
の
子
で
断
絶
し
た
滋
野
井
家
を
継
承
し
滋
野

井
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
当
時
は
「
三
条
少
将
」
を
名
乗
り
、
三
条
実

雅
が
取
次
ぐ
べ
き
義
教
か
ら
の
贈
り
物
を
持
参
し
て
き
で
い
る
よ
う
に
三
条
家
の

者
と
し
て
訪
れ
た
の
は
、
彼
が
実
雅
の
父
公
雅
の
猶
子
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

（
『
建
内
』
文
安
四
・
四
・二九
）
。

（
斜
）
応
永
二
九
・
五
・
二
二
、
応
永
三
二
・
七
・
一
六
。

（
お
）
回
向
経
良
（
改
名
し
て
経
兼
）
は
、
『
椿
葉
記
』
に
栄
仁
親
王
の
外
祖
父
で
あ

る
綾
小
路
流
源
重
資
の
「
嫡
孫
」
と
記
さ
れ
、
宮
家
の
「
近
習
」
の
臣
の
中
心
的

人
物
で
あ
っ
た
が
、
義
教
の
近
衛
大
将
拝
賀
の
儀
に
父
子
で
参
仕
し
な
か
っ
た
こ

と
が
義
教
の
不
興
を
買
い
（
永
享
二
・
一
一
了

一
九
六
伏
見
奉
行
職
を
庭
田
重
有

に
譲
り
、
逼
塞
す
る
破
目
に
陥
っ
た
（
永
享二
・

一
一
了
二
八
三
更
に
義
教
の
不

快
が
収
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
宮
家
の
京
都
移
転
の
際
も
同
伴
で
き
ず
、出
家
し

妻
の
芝
殿
と
田
舎
（
山
城
国
大
野
荘
）
に
隠
居
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
出
家

後
、
芝
殿
は
娘
が
嫁
い
だ
石
清
水
八
幡
宮
辺
り
に
別
居
す
る
こ
と
に
し
た
ら
し
い

（
永
享
八
・
四
・
二
九
・
同
八
・
七
・
二
五
）
。
表

7

で
、
近
衛
が
父
と
母
と
別
々
に
会
っ

て
、
八
幡
の
「
老
母
」
の
許
に
滞
在
し
て
い
る
の
は
両
親
が
別
居
し
て
い
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
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と
あ
る
よ
う

に
、
「

広
典
侍
」、
つ
ま
り
大
納
言
典
侍
（
広橋
綱
子
）
の
局
に
間
借

り
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

（
幻
）
芝
殿
は
、
伏
見
荘
の
有
力
な
地
侍
で
宮
家
の
御
所
侍
で
あ
っ
た
芝
俊
阿
の
近

い
親
戚
と
考
え
ら
れ
る
女
性
で
、
応
永
二三
年
当
時
、
田
向
経
良
は
芝
俊
阿
の
宿

所
に
仮
住
ま
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
（
応
永
二
一で

三
・

一
二
、
芝
殿

は
俊
阿
の
姉
妹
も

し
く
は

娘
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
は
応
永
二
三
・

二
・
一
七
に
「
芝殿
〔経
良
卿
室
嫁
〕
参
、
多
年
不
参
、
珍
敷
客
人
共
也
、
・
・
予

年
少
之
時
、
勾
当
・
芝
殿
見
参
、
其
後
不
レ
向
レ
顔」
と
あ

る
よ
う
に
、

久
し
ぶ
り

に
再
会
し
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
貞
成
が
宮家
に
戻
っ
た
応
永
一
八
年
以
後

、

御
所
の
近
辺
に
は
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
応
永二
七
・
一
0
・

三
O
に

は

「
前
新
内
侍
」
の
母
が
他
界
し
た
こ
と
を
聞
き
、芝
殿
は
そ
の
母
と
姉
妹
な
の

で
急
い
で
京
都
へ
出
か
け
た
こ
と
、
そ
し
て
こ

の
女
性
は
以
前
「
杉
殿
」
（
栄
仁

親
王
の
母
）
が
召
し
仕
っ
て
長
年
御
所
に
仕
え
て
い
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
芝

殿
も
そ
の
縁
で
宮
家
や
そ
の
近
習
で
あ
る
回
向
経
良
との
関
係
が
生
ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

（
お
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
大
日
本
史
料
七
編
人
名
カ
1

ド
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に

よ
る
と
応
永
一
一
年
か
ら
同
二
二
年
ま
で
高
土
佐
守
（入
道
、
師
英
に
比
定
さ
れ
て

い
る
）
が
諸
史
料
に
散
見
す
る
。
ま
た
『
文
安
年
中
御
番
帳
』
の
三
番
に

「
高
駿

河
入
道
」
と
見
え
て
お
り
、
奉
行
人
ク
ラ
ス
の
武家
と
推
測
さ
れ
る
。

（
ぬ
）
永
享
六
・
八
・
一
七
、
同
一
一
・
一
二
、
同
一
一
・

一
三
。

（
伺
）
永
享
七
年
、
飛
鳥
井
雅
世
が
舎
弟
の
娘
を
猶
子
と
し
て
宮
家
に
送
り
込
ん
で

お
り
（
表
7

の
川
）
、
彼女
は
宮
家
と
飛
鳥
井
家
の
和
歌
関
係
で
の
連
絡
役
を
果
た

し
て
い
る

記
事
が
『
日
記
』

に
散
見
す
る
（
永享
一
0
・
七
・
一
四1

一
七
、
同
一
0
・
九
・

二
五
）
。
南御
方
の
母
の
実
家
が
飛
鳥
井
家
で
あ
っ
たこ
と
以
外
に
、
貞
成
が
飛

鳥
井
雅
世
を
和
歌
の
師
匠
と
し
、
そ
の
歌
風
に
傾
倒
して
い
た
こ
と
（
八
罵
正
治
「
後

室町時代の女房について（松

崇
光
院
詠
草
を
巡
っ
て
」
『
書
陵
部
紀
要
』一
二

、

一
九
七
九
）
が
関
係
し
て
い
るこ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（引
）
表
7

の
ロ
の
久
我
前
内
府

（
清
通
）
の
息女
の
場
合
、
伏
見
宮
家
に
宮
仕
え

し
た
い
と
い

う
希
望
に
対
し
半
ば
領
状
し
て
い
た
が
、
西
雲
庵
に
相
談
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
恐
ら

く
父
清
通
が
「
公
方
御
意
不
快
」
と
い
う
こ
と

が
判
明
し
た
。
た

だ
し

「
枝
葉
」

の
こ
と

と
い
う
西
雲
庵
の
意
見で
あ
っ
た
が

、

念
の
た
め
今
回
は

断
っ
た
と
い
う

も
の
で

あ
る
。
一
方
日
の
橋
本
実
郷
の
娘
の
場
合

、

今
参
と
し

て

の
参
仕
後

、

二
条
と
い
う

女
房
名
が
与
え
ら
れ
本
格
的
な
宮
仕
え
が
始
ま

っ
た
と

こ

ろ

、
「
下
御
所
前御
霊
」

（
日野
宗
子
、
重
光
女
）
に
祇
候
し
て
い
た
こ
と

が
判
明

、

「
公
方
閏
不
レ
可レ然
」
と
い
う
こ
と

で
急
逮
退
出
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ

る

（永
享
一
0
・
六
・
二
九
）
。
日
野宗子
は
義
教
将
軍
就
任
に
際
し
て
御
台
所
と

な
っ

た
女
性
だ
が

、

義
教
に
嫌
わ
れ
（
永
享
＝
一・
七
・

二
七
）
、
離
別
同
様
に
な
っ
た
ら

し
い

。
女
房
の
採
用
に
あ
た

っ
て
は
、
身
元
調
査
が
大
変
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

（
位
）
同時
代
で
は
、
義
教
の妾
日
野
重
子
（
重
光
女

、

義
勝
・
義
政
母
）
が「北
向
御
方
」

と
呼
ば
れ
て
い
る

（『
建
内
』
嘉
吉
一
・

一0
・

二
三
な
ど
）
。

（
川
町
）
こ
の二
条
と
い
う
女
房
名
は

、

注
引
に
述
べ
た
よ
う
に

、

永
享
一
O
年
の
頃

、

一
日
一
は橋
本
実
郷
の
娘
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
種

、

不
吉
な
先
例
が
で
き
て

し
ま

っ
た
名
で
あ
る
が
、
改
め
て
春
日

に
与
え
ら
れ
た
の
は

、

こ
の
名
が
宮
家
に

と
っ
て
由
緒
あ
る

も
の
と
し
て

重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

（
似
）
実
治
の
場
合
、
そ
の
姉
妹
は
嫡
流
の
実
継
と
の
聞
に
公
豊
を
生
み
、
孫
は
公

豊
の
子
実
豊
の
聞
に
公
雅
を
儲
け
る
と

い
う

よ
う
に

（『
椿
葉
記
』
）
、

二
重
三
重
に

嫡
流
と
結
び
つ
い
て
い

る
。

（
必
）
例え
ば
、
女
房
で
は
な
い
が

、

崇
光
院
の
皇
女
栄
寿
院
が

、

亡
く

な
っ
た
栄

仁
親
王
の
弔
問
に
訪
れ
た
際
に
、
円
修

一房
と
い
う
尼
が
付
い
て
き
て

い
る
が
、
彼
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女
は
三
条
公
豊
の
娘
で
あ
り
（
応
永
二
五
・

二

－

一
九
）
、
貞
成
と
自
身
と
「
有
ニ

由
緒
一人
」
と
い
う
梅
津
湯
陽
院
主
善
斎
は
実
豊
の
娘
で
宮
家
を
時
折
訪
れ
て
い

る
（
応
、
警
三

一・
一
一
了
三
、
嘉
吉
一
・
六
・

二
ニ
な
と
）
。
宮
家
に
出
入
り
す
る
尼
た

ち
の
中
に
は
、
元
宮
家
の
女
房
も
し
く
は
三
条
家
な
ど
そ
の
所
縁
の
「
家
」
の
者

が
多
く
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
必
）
例
え
ば
永享
六
・
五
・
一
九
な
ど
。

（
灯
）
廊
御
方
の
出
自
に
つ
い
て
、
横
井
清
氏
は
日
野
資
国
女
と
さ
れ
る
が
（
『室

町
時
代
の
一
皇
族
の
生
涯
』

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
O
O
二
）
、
資
国
は
応
永
三
五
・
三
・

二
五
に
六
四
歳
で
亮
じ
て
お
り
（
『
尊卑
分
脈
』
第
二
巻
二
三
七
ペ
ー

ジ
）
、
応
永三二
・

閏
六
・
二
に
す
で
に
七
O
歳
を
越
え
て
い
た
廊
御
方
と
親
子
で
は
あ
り
え
な
い
。

（
伺
）
注
（6
）
脇
田
晴
子
一
九
八
五
。

（
必
）
『
実
隆
公
記
』
享
禄
二・
二
・

一
七
、
同
二
・
二
・

二
七
。

（
印
）
注
（
6

）
後
藤
み
ち
子

一
九
九
三
。

（
日
）
応
永
二
三
・
一
一
・

二
六
に
亡
く
な
っ
た
栄
仁
親
王
の
初
七
日
が
行
わ
れ
た

が
、
そ
の

「
御仏
事
奉
行
事
」
は
「
一
向
」
近
衛
（
後
の
廊
御
方
）
が
「
申
沙
汰
」

し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
「

奉
行
事
」
は
最
初
、
田
向
経
良
に
命
じ
た
が
公
卿
が
す

べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
断
ら
れ
、
「
其
仁
」
で
あ
る
は
ず
の
庭
回
重
有
も
堅
く
辞

退
し
、
結
局
誰
も
適
任
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
仕
方
な
く
近
衛
が
行
っ
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

（
臼
）
例
え
ば
、
表9
の
1

・
3

－

m
－

U
に
よ
う
に
、
所
領
の
安
堵
な
ど
の
場
合
、

女
房
奉
書
だ
け
で
は
な
く
、
回
向
経
良
の
「
書
下
」
や
庭
田
重
有
の
「
状
」
を
同

時
に
発
給
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
「
伏
見
奉
行
職
」
（
永
享
二
・

三
一
・
二八
に
回
向
経
良
か
ら
庭
田
重
有
に
交
替
）
で
あ
り
、
同
様
の
案
件
に
「
奉
書
・

奉
行
状
等
」
（
応
、
さ
三
・
二
・
二
）
と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
、
所
領
の
安
堵
な

ど
に
は
女
一
房
奉
書
と
共
に
こ
の
伏
見
奉
行
の
文
書
が
原
則
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い

人間文化

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
応
永
三
二
・
二
・

二
の
場
合
、
伏
見
奉
行
職
に
あ
っ
た田

向
経
良
の
申
請
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
奉
書
は
女
房
奉
書
が
発
給
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
「
奉
行
状
」
は
誰
が
作
成
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
日
）
永
享
二
・
四
・
二
九
に
室
町
殿
か
ら
「
御
極
・
美
物
済
々
」
送
ら
れ
、
「
凡

自

ニ
武
家
一如
レ
此
美
物
被
レ
進
事
初
度
也
、
併
替
市
裏
御
余
慶
也
」
と
喜
ん
で
い
る
記

事
が
あ
る
。

（M
）
当
時
、
権
中
納
言
。
前
述
し
た
よ
う
に
室
町
殿
と
宮
家
を
取
次
ぎ
役
の
公
家

で
あ
る
。
応
永
期
に
は
、
「室
町
殿
昼
夜
祇
候
人
々
」
の

一
人
で
あ
り
（
応
永
二
七
・

八
・

一
四
）
、
一
方
で
崇
光
院
・
栄
仁
親
王
の
侍
読
で
あ
っ
た
清
原
良
賢
（
法
名
常

宗
）
が
行
っ
て
い
た
が
（
『
康
富
記』
文
安

一
・

一
0
・
二
四
）
、
老
齢
の
た
め
、
勧
修

寺
経
興
が
引
き
継
い
だ
ら
し
い
（
応
永二
八
・

一
－

一
四
、
一
－

一
八
）
。
な
お
経
興

は
応
永
三
五
年
に
経
成
と
改
名
し
て
い
る
（
『
公
卿
補
任
』
）
。

（
日
）
義
教
の
仕
女
の

一
人
三
条
手
子
（
公
豊
女
）
は
、
当
初
御
台
（
日
野
宗
子
、
注

引
）
に
対
し
て
た
だ
今
上
臆
も
し
く
は
上
臆
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
（
永享
一
・
九
・

二
二
）
、
義
教
の
寵
愛
が
深
ま
る
と
共
に
立
場
が
逆
転
し
、
御
台
所
に
準
じ
て
「
今

御
台
」
「
新
御
台
」
も
し
く
は
上
様
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
永
享
三
・
六
・
五
、

一
0
・

一
三

、

一
一
・

八
な
ど
）
。

（
日
）
永
享
八
・

九
・
二
二
に
「
自
三
室
町
殿
＼
雁

一
・
纏
一
給
、
渡
御
之
後
、
如
レ

此
之
物
不
レ
給
、
不
審
恐
怖
之
問
、
立
願
之
処
、
則
御
利
生
之
条
、
侮
（
渇
）
仰

無
極
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
特
に
京
都
に
移
住
し
て
か
ら
こ
の
室
町
殿
か
ら
の
美

物
到
来
が
滞
る
と
不
安
に
陥
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
閉
山
）
応
永二
四
・
一
一
・
七
、
こ
れ
は
「
初
雪
之
時
恒
例
之
沙
汰
也
」
と
あ
る
よ

う
に
恒
例
の
も
の
で
あ
っ
た
。
他
に
応
永

二
六
・
一
一
・
二
六
な
ど
。

（
回
）
応
永
三
五
・

三
・
三
に
は
「
千
代
寿
・
梅
寿
承
仕
井
名
字
等
賀
酒振
舞
、
於
一一

陽
明
局
－有
一一
一
献
一
」
、
同二
五
・
五
・
九
に
は
「
陽
明
局
ニ
行
有
ニ
盃
酌
＼
就
二
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薗）

当
所
事
一禅
啓
申
沙
汰
也
」
と

見
え
る
。
他
に
応
永
二
七
・
間
了
一
、
応
永
三
0
・

一
一
・
二
な
ど。

（
回）
応
永
二
九
・
一
・

六
、
応
永
二
九
・
士
了
二
ハ

な
ど
。

（
印
）
応
永
二
八
・
二
・
一
五
、
同
二
九
・
九
・
二
一
な
ど
。

（
引
）
恐
ら
く
伏
見
奉
行
職
、
も
し
く
は
『
薩
戒
記
』
応
永三三
・

四
・
一
五
に
見

え
る
「
入
道
親
王
後
見
」
と
見
え
る
よ
う
な
地
位
の
者
。

（
臼
）
永
享
期
に
入
る
と
伏
見
の
有
力
寺
院
の
節
養
も
確
認
さ
れ
る
。
大
光
明
寺

な
ど

応
永
期
に
は
宮
家
に
対
し
て
冷
淡
な
印
象
で
あ
る
が

（
頻
繁
に交
代
す
る
住
持

に
も

よ
る
）
、
永
享
期
に
なる
と
、
宮
家
の
政
治
的
な
地
位
が
上
昇
し
た
た
め
か
、

待
遇
は
随
分
と
よ
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
宮
家
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
は
か
る
要
素
の

一
つ
と
し
て
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。

（
臼
）
永
享
二・
八
・

一
O
に
「
回
向
御
座
姫
君
〔
予
息
女三
歳
、
長
資
朝
臣
養
君
〕
」

が
昨
晩
夫
亡
し
、
「
養
父
母
」
が
大
変
悲
し
ん
だ
と
い
う
記
事
が
見える
。
こ
の

姫
宮
が
生
ま
れ
た
記
事
は
『
日
記
』
が
欠
け
て
い
て
そ
の
母
親
が
確
認
さ
れ
ず
、

他
の
皇
子
女
た
ち
に
は
見
え
な
い
養
父
母
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
他
の
子
女
と
異

な
り
田
向
家
で
養
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
母
親
は
南
御
方
で
は
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
倒
）
こ
の
時
、
一
二
条
安
子
は
従
二
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
（
永
享
六

・
三
・

二
ハ
）0

（
臼
）
後
小
松
院
の
崩
御
に
よ
る
諒
閣
の
問
題
で
も
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
、
つ
ま
り

後
小
松
院
を
天
皇
の
父
と
し
て
見
な
さ
な
い
と
い
う
立場
に
立
と
う
と
し
た
が
、

後
小
松
院
の
旧
臣
た
ち
の
反
対
が
強
く
、
こ
の
段
階
で
は
押
し
切
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
前
）
永
享
五
・
一
－
一一
六。
室
町
殿
は
永
享
二
年
一
二
月
二
O
目

、
伏
見
宮
家
を

訪
れ
て
お
り
、
南
御
方
や
他
の
女

一房
た
ち
も
こ
の
時
対
面
し
て
い
る
。
翌三
年
二

月
七
日
、
今
度
が
貞
成
が
室
町
殿
を
訪
問
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
南
御
方
以
下

室町時代の女房について（松

女
房
た
ち
は
同
伴
し
て

い
な
い
。

（
閉
山
）『日
記
』
に
見
る
限
り
、
永
享
六
年
五
回
・
同
七
年
三
回
・
同
八
年
一
七
回
・

同
九
年
一
三
回
・
同

一
O
年
一
三
固
と
室
町
殿
お
よ
び
上
様を
訪
ね
て
い
る
。

（
印
）
松
薗
「
伏
見
宮
家
の
南御
方
ー

そ
の
物
詣
を
中
心
に
｜
」
（
『
朱
』
五五、

二
O

一
一
）
。
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